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第6次 台東区男女平等推進

行動計画進捗状況調査結果

（令和8年３月末　現在）



 台東区男女平等推進行動計画(第６次)　体系図



男女平等推進行動計画事業進捗状況管理シート

Ｎｏ

男女平等推進
フォーラム

１あらゆる分野
への男女平等
参画の推進

(1)男女平
等意識の形
成

①男女平等参
画を推進する
広報・啓発活動
の充実

性別にかかわらず、個
人として尊重され、多
様な生き方が選択で
きるジェンダー平等
社会の実現に向けて、
ワークショップ、作品
展示など、区民参加
型のイベントである
「男女平等推進フォー
ラム」を開催すること
で、男女平等参画へ
の意識の向上と理解
の促進を図ります。

区分

1

メディア・
リテラシーの普及

3

【参考】６年度末未実施状況

人権・多様性推進課

「2024みんなのはばたき21
フォーラム」を開催
①男女平等推進団体による作品展
示・ワークショップ
9月28日～29日
参加団体：パネル展示13団体、
ワークショップ19団体
入場者（2日間）延べ402人
②講演会
9月29日
講師：藪本　雅子氏（フリーアナウン
サー・記者）
テーマ：誰もが自分らしく生きられ
る多様性社会へ～報道現場から感
じたこと～入場者43人

継続

基 本 目 標 施　　　策 取組の方向性 内 容

継続

継続

情報誌「はばたき21
通信」など、区が情報
発信する様々な媒体
を活用し、法制度の周
知や、「男性は仕事、
女性は家庭」といった
固定的性別役割分担
意識や案コンシャス・
バイアス（無意識の思
い込み）の解消に向け
た啓発を行うととも
に、男女平等参画を
取り巻く今日的課題
についての講座を行
うことで、ジェンダー
平等意識を高めます。
講座を開催する際は、
子育て世代の方が安
心して参加できるよ
う託児サービスを実
施します。
また、様々なメディア
から伝えられる情報
を読み解く能力と、適
切に選択し発信する
能力の向上を図ると
ともに、性の商品化、
女性の人権を侵害す
る性表現の氾濫など
の防止に向けたメ
ディア・リテラシーを
向上させる取組を行
います。

2

所　管　課

人権・多様性推進課
男女平等参画に関す
る情報提供

計画事業 ７年度末実施状況事業内容

人権・多様性推進課

情報誌「はばたき21
通信」など、様々な媒
体を通じて男女平等
参画に関する情報提
供を行うことで、アン
コンシャス・バイアス
を解消するための意
識啓発や法制度の理
解の促進を図ります。
また、拠点施設である
男女平等推進プラザ
や「台東区男女平等推
進基本条例」、「台東
区男女平等推進行動
計画　はばたきプラン
21」を広く周知しま
す。

・「はばたき21通信」
年2回発行（8月：7,000部・3月：
7,000部）
実施イベント・関係機関・区窓口等
で配布
・はばたき21メールマガジンの発
行17回/登録者数702人

【人権・多様性推進課】
講座「ジェンダーの視点から見る映
画と解説『マーキュリー13：宇宙開
発を支えた女性たち』」を実施（来
場開催）
参加者：15人

【指導課】
「台東区立学校版 SNS・インター
ネット活用ルール」の周知

・「はばたき21通信」
年2回発行（8月：7,000部・3月：
7,000部）
実施イベント・関係機関・区窓口等
で配布
・はばたき21メールマガジンの発
行15回/登録者数725人

「2025みんなのはばたき２１
フォーラム」
を開催　９月２０日
①講演会
講師　くわばたりえ氏（お笑い芸
人）
テーマ：ワークもライフも大切に～
等身大の子育て奮闘記～
参加者７１人
②コミュニティカフェ運営委員会に
よる作品展示

講座等を通じて、様々
なメディアから伝えら
れる情報を読み解く
能力と、適切に選択し
発信する能力の向上
を図るとともに、女性
に対する人権侵害の
防止に向けた取組を
行います。

【人権・多様性推進課】
講座：絵本で学ぶジェンダー～身近
なメディアから自分らしさを考える
～
参加者２２人

【指導課】
「台東区立学校版 SNS・インター
ネット活用ルール」の周知
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男女平等推進行動計画事業進捗状況管理シート

Ｎｏ区分 【参考】６年度末未実施状況基 本 目 標 施　　　策 取組の方向性 内 容 所　管　課計画事業 ７年度末実施状況事業内容

１あらゆる分野
への男女平等
参画の推進

継続 103
（再掲）

(1)ジェン
ダー平等意
識の形成

①男女平等参
画を推進する
広報・啓発活動
の充実

情報誌「はばたき21
通信」など、区が情報
発信する様々な媒体
を活用し、法制度の周
知や、「男性は仕事、
女性は家庭」といった
固定的性別役割分担
意識の解消に向けた
啓発を行うとともに、
男女平等参画を取り
巻く今日的課題につ
いての講座を行うこ
とで、男女平等意識を
高めます。講座を開催
する際は、子育て世代
の方が安心して参加
できるよう託児サー
ビスを実施します。
また、様々なメディア
から伝えられる情報
を読み解く能力と、適
切に選択し発信する
能力の向上を図ると
ともに、性の商品化、
女性の人権を侵害す
る性表現の氾濫など
の防止に向けたメ
ディア・リテラシーを
向上させる取組を行
います。

人権・多様性推進課

性別にかかわらず、個
人として尊重され、多
様な生き方が選択で
きる男女平等社会の
実現に向けて、今日的
な課題をテーマとし
た講座を実施します。
また、子育て世代の方
が安心して講座に参
加できるよう、託児
サービスを実施しま
す。

人権・多様性推進課
指導課

（再掲）

（再掲）
男女平等参画推進講
座

継続 （再掲）

定期的・継続的に意識
調査を行い、男女平
等に関する意識と実
態を把握します。

男女平等に関する意
識調査

（再掲）

109
(再掲)
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男女平等推進行動計画事業進捗状況管理シート

Ｎｏ区分 【参考】６年度末未実施状況基 本 目 標 施　　　策 取組の方向性 内 容 所　管　課計画事業 ７年度末実施状況事業内容

継続

１あらゆる分野
への男女平等
参画の推進

(1)ジェン
ダー平等意
識の形成

②男性への男
女平等参画の
取組

男性の育児・介護への
参画を促進するため、
料理教室や介護教室
などを実施するとと
もに、講座等の場を通
じて、地域における交
流の促進と居場所づ
くりを支援します。

人権・多様性推進課
生涯学習課
子ども家庭支援センター

保健サービス課

介護教室や男性の介
護への参画を進める
ための講座等を実施
します。
また、講座等の場を通
じて、交流の促進と居
場所づくりを支援しま
す。

【人権・多様性推進課】
講座：家事シェアセミナー「部屋干し
でも早く乾くお洗濯のテクニック」
参加者９人

【子ども家庭支援センター】
お父さんのための講座実施
開催数：71回、参加者2,379人
[内訳]
 日本堤：16回、397人
 台東：22回、523人
 寿：17回、1,408人
 谷中：16回、51人

【保健サービス課】
ハローベビー学級
年間４７回実施、参加７８４組
父親参加７６５組（９７．６％）

【生涯学習課】
・乳幼児家庭教育学級
乳幼児を子育てする保護者対象
（パートナーと共に育児するための
知識やスキルについて学習）
３回実施（オンライン開催）
8組参加
・保育園対象家庭教育学級：3回実
施（オンライン開催）

・男性向け講座
「ダイバーシティ時代の『男性問題』
ジェンダー平等のために「男性」は
何ができるのか」を実施
参加人数　1２人
講師：川口　遼氏（社会学者・名古屋
大学ジェンダーダイバーシティセン
ター特任教授）　　　〔人権・多様性
推進課〕

・シニアライフ応援計画：講座実施
回数　１回
令和４年度末委員内訳　女性８名
男性２名
〔生涯学習課〕

人権・多様性推進課
生涯学習課

【人権・多様性推進課】
男性初心者向け料理講座「基本を
楽しく学んで、家庭で応用しちゃい
ましょう！」を実施（来場開催）
参加者：9人

【子ども家庭支援センター】
お父さんのための講座実施
開催数：57回、参加者2,361人
[内訳]
 日本堤：16回、369人
 台東：20回、836人
 寿：18回、1,130人
 谷中：3回、26人

【保健サービス課】
ハローベビー学級
年間47回実施、739組参加
父親参加組数　722組（97.7％）

【生涯学習課】
・乳幼児家庭教育学級
乳幼児を子育てする保護者対象
（パートナーと共に育児するための
知識やスキルについて学習）
10回実施（対面・オンライン開催）
67組参加
・保育園対象家庭教育学級：3回実
施（オンライン開催）

継続 5
男性の介護への参画
に向けた取組

4

ハローベビー学級や
料理教室など、男性
の家事・育児力を高め
る講座を実施します。
また、講座等の場を通
じて、交流の促進と居
場所づくりを支援しま
す。

男性の育児への参画
に向けた取組

・講座「男性学の視点から『新しい
男性の生き方』を考える」を実施
参加人数　19人
講師：田中俊之氏（大妻女子大学人
間関係学部准教授）
　〔人権・多様性推進課〕

・シニアライフ応援計画：講座実施
回数　3回
令和5年度末委員内訳　女性5名
男性5名
〔生涯学習課〕

5



男女平等推進行動計画事業進捗状況管理シート

Ｎｏ区分 【参考】６年度末未実施状況基 本 目 標 施　　　策 取組の方向性 内 容 所　管　課計画事業 ７年度末実施状況事業内容

１あらゆる分野
への男女平等
参画の推進

②男性への男
女平等参画の

取組

男性の育児・介護への
参画を促進するため、
料理教室や介護教室
などを実施するとと
もに、講座等の場を通
じて、地域における交
流の促進と居場所づ
くりを支援します。

（再掲）

継続

生涯学習課
産業振興課
高齢福祉課

(1)ジェン
ダー平等意
識の形成

ボランティア活動や
NPO等の市民活動へ
の参画を進めるため、
講座の実施や情報提
供等を行います。

（再掲）

③ジェンダー及
び性の多様性
に関する理解
の促進に向け
た教育・学習の
提供

性別にかかわりなく、
一人ひとりの個性や
能力を高める教育を
行うとともに、保護者
や教職員の意識を高
めるための講座や研
修を実施します。

継続 17
(再掲)

シニア世代の地域活
動支援

シニア世代が地域の
中で充実した生活が
送れるよう、シニアラ
イフ応援計画、雇用就
業支援等の事業を行
います。

（再掲）

継続 18
(再掲)

市民活動参加への支
援と意識啓発

人権・多様性推進課

指導課
児童保育課

区民課

男女平等参画推進講
座

ジェンダー平等を進
める幼児教育の推進

（再掲）

【児童保育課】
[児童館・こどもクラブ]
グループ活動・遊び・掲示物で性別
による色分けをしない。呼び名を
「さん」づけにするなど、あらゆる場
において区別のないよう保育・運
営している。
[保育園]
子供が、男女の区別なく平等に役
割・生活用具・遊び等を選択できる
ようにしている。

【指導課】
学校園行事等において、性別に関
わりなく役割を選べるようにして
いる。

性別にかかわらず、個
人として尊重され、多
様な生き方が選択で
きる男女平等社会の
実現に向けて、今日的
な課題をテーマとし
た講座を実施します。
また、子育て世代の方
が安心して講座に参
加できるよう、託児
サービスを実施しま
す。

（再掲）

（再掲）

109
(再掲)

継続

6

【指導課】
学校園行事等において、性別に関
わりなく役割を選べるようにして
いる。

【保育課】
[保育園]
子供が、男女の区別なく平等に役
割・生活用具・遊び等を選択できる
ようにしている。

【児童・青少年育成課】
[児童館・こどもクラブ]
グループ活動・遊び・掲示物で性別
による色分けをしない。呼び名を
「さん」づけにするなど、あらゆる場
において区別のないよう保育・運
営している。

性別にかかわりなく、
一人ひとりの個性や
能力を尊重する保育・
幼児教育を進めます。

6



男女平等推進行動計画事業進捗状況管理シート

Ｎｏ区分 【参考】６年度末未実施状況基 本 目 標 施　　　策 取組の方向性 内 容 所　管　課計画事業 ７年度末実施状況事業内容

１　あらゆる分
野への男女平
等参画の促進

(1)ジェン
ダー平等意
識の形成

③ジェンダー及
び性の多様性
に関する理解
の促進に向け
た教育・学習の
提供

性別にかかわりなく、
一人ひとりの個性や
能力を高める教育を
行うとともに、保護者
や教職員の意識を高
めるための講座や研
修を実施します。

【人事課】
人権問題研修Ⅰ(採用3年目）：51
名
人権問題研修Ⅱ（採用15・25年
目）：50名
ハラスメント防止研修（係長1年
目）：32名
新任・転入職員研修(採用1年目)：
79名
その他、特別区共同研修の受講

【児童保育課】
[児童館・こどもクラブ]
児童厚生員新人への人権研修を実
施した。こどもクラブ連絡会では、
子供の人権に関する内容を取り上
げた。
[保育園]
接遇マニュアルや保育士倫理要綱、
共通マニュアルに男女平等、人権に
ついて記している。また、定期的な
園内研修を実施し、意識向上につ
なげている。

【指導課】
様々な研修において、校則の見直
しや男女混合名簿、体育における
男女共習、着替えの方法への配慮
等について取り上げた。
（例）校園長研修、副校園長研修、人
権教育研修会、生活指導主任研修

継続

継続

性別にかかわりなく、
一人ひとりの個性や
能力を尊重する教育
や保育を実践するた
めに、学校、保育園、
幼稚園、児童館等の
子供に関わる職員に
対して研修を実施し
ます。

9

8
男女平等に関する教
職員の研修

性別にとらわれない
進路指導

性別にかかわりなく、
進路の選択ができる
よう、進路指導を行い
ます。

指導課

指導課
人事課
児童保育課

指導課
生涯学習課

小学校入学から成人
に至るまでの発達段
階に応じて、性別にか
かわりなく、一人ひと
りの個性や能力が高
められる教育を行い
ます。

【指導課】
各校園において人権教育を推進し
ている。幼児・児童・生徒や保護者
より要望のあった場合等は、個に
応じた対応を行っている。

【生涯学習課】
青少年教育の推進：延65日、延
1,548名
小4～高3までの異年齢集団にお
けるレクリェーションや野外活動を
通し、性別にかかわりなく、自主性・
社会性・創造性を身に着けられるよ
うに、青少年の健全な育成を行っ
ている。

【指導課】
各校園において人権教育を推進し
ている。幼児・児童・生徒や保護者
より要望のあった場合等は、個に
応じた対応を行っている。

【生涯学習課】
青少年教育の推進：延63日、延
1,737名
小4～高3までの異年齢集団にお
けるレクリェーションや野外活動を
通し、性別にかかわりなく、自主性・
社会性・創造性を身に着けられるよ
うに、青少年の健全な育成を行っ
ている。

【人事課】
人権問題研修Ⅰ(採用3年目）：5７
名
人権問題研修Ⅱ（採用15・25年
目）：２９名
ハラスメント防止研修（係長1年
目）：3３名
新任・転入職員研修(採用1年目)：
９２名
その他、特別区共同研修の受講
【保育課】[保育園]
接遇マニュアルや保育士倫理要綱、
共通マニュアルに男女平等、人権に
ついて記している。また、全保育士
対象に研修会を開催したり、定期
的な園内研修を実施し、意識向上
につなげている
【児童・青少年育成課】
[児童館・こどもクラブ]
児童厚生員新人への人権研修を実
施した。こどもクラブ連絡会では、
子供の人権に関する内容を取り上
げた。
【指導課】
様々な研修において、校則の見直
しや標準服、男女混合名簿、体育に
おける男女共習、着替えの方法へ
の配慮等について取り上げた。
（例）校園長研修、副校園長研修、人
権教育研修会、生活指導主任研修

継続 7
男女平等を進める人
権教育の推進

・令和6年度の職場体験について
は、原則として、コロナ禍前の通常
の方法で実施した。
・男女混合名簿は令和5年4月から
全小中学校で採用し、令和6年度も
継続実施。

・職場体験については、原則として
通常の方法で実施した。
・男女混合名簿は令和5年4月から
全小中学校で採用している。

7



男女平等推進行動計画事業進捗状況管理シート

Ｎｏ区分 【参考】６年度末未実施状況基 本 目 標 施　　　策 取組の方向性 内 容 所　管　課計画事業 ７年度末実施状況事業内容

１　あらゆる分
野への男女平
等参画の促進

(1)ジェン
ダー平等意
識の形成

③ジェンダー及
び性の多様性
に関する理解
の促進に向け
た教育・学習の
提供

性別にかかわりなく、
一人ひとりの個性や
能力を高める教育を
行うとともに、保護者
や教職員の意識を高
めるための講座や研
修を実施します。

継続
ジェンダー平等を進
める啓発の推進

ジェンダー平等の意
識をつくるために、
DV（デートDVを含
む）等の暴力防止に向
けた啓発や、心身の健
康教育の講座等を行
います。

10
人権・多様性推進課
保健予防課
保健サービス課

【人権・多様性推進課】
講座「男性や男児の性暴力被害に
ついて考える」を実施（来場及びオ
ンライン講座）
参加者：16人

【保健予防課】
区内小中学校でのＨＩＶ・エイズ講演
会
　6回、536人

【保健サービス課】
・「乳幼児のお出かけ」に関する啓
発動画（1本）の作成
・「赤ちゃんと抱っこ」をテーマとし
た講演会を開催
回数：1回、参加者：45人
・歯磨き教室や救急・健康づくりな
どに関する講座、医師との相談な
ど対面での健康学習の実施　　回
数：130回、参加者：2,557人

【人権・多様性推進課】
講座「パートナー間コミュニケーショ
ン不全を考える～発達特性やモラ
ハラを事例に～」を実施（来場及び
オンライン）
参加者：8人

【保健予防課】
区内小中学校・高校でのＨＩＶ・エイ
ズ講演会
1３回、９７７人

【保健サービス課】
・「乳幼児のお出かけ」に関する啓
発動画（1本）の作成
・「赤ちゃんと抱っこ」をテーマとし
た講演会を開催
　　回数：1回、参加者：３８人
・歯磨き教室や救急・健康づくりな
どに関する講座、医師との相談な
ど対面での健康学習の実施
　回数：１１６回、参加者：2,5１２人

8



男女平等推進行動計画事業進捗状況管理シート

Ｎｏ区分 【参考】６年度末未実施状況基 本 目 標 施　　　策 取組の方向性 内 容 所　管　課計画事業 ７年度末実施状況事業内容

１　あらゆる分
野への男女平
等参画の促進

(1)ジェン
ダー平等意
識の形成

③ジェンダー及
び性の多様性
に関する理解
の促進に向け
た教育・学習の
提供

性別にかかわりなく、
一人ひとりの個性や
能力を高める教育を
行うとともに、保護者
や教職員の意識を高
めるための講座や研
修を実施します。

【人権・多様性推進課】
　・人権のつどいの開催
　（「女性の人権を守ろう」と記載され
た人権啓発冊子「みんなへの人権の
メッセージの配布）
　期日：令和6年12月20日、参加者：
212人
　・人権パネル展の開催
　（女性の人権問題が記載された人権
啓発冊子「みんなへの人権のメッセー
ジ」を配布）
　期日：令和6年12月4日～12月22
日
　・区立保育園、幼稚園、小学校、中学
校の保護者を対象とした人権尊重教
育研修会（動画配信）において啓発を
実施。
　配信期間:令和6年11月1日～令和7
年3月28日、再生回数：745回
【子ども家庭支援センター】
　親子遊びプログラムの実施：562回
[内訳]日本堤 156回、台東 137回、
寿 182回、谷中 87回
　親子のふれあいと交流、遊びの場を
提供する目的に、性別に捉われず、父
母双方にとって参加しやすいプログラ
ムを実施している。父親の参加を促す
よう、父親を対象としたプログラムも
実施。
【保健サービス課】
　・「乳幼児のお出かけ」に関する啓発
動画（1本）の作成
　・「赤ちゃんと抱っこ」をテーマとした
講演会を開催
　　　回数：1回、参加者：45人
　・歯磨き教室や救急・健康づくりなど
に関する講座、医師との相談など対面
での健康学習の実施
【教育支援館】
　「小学生のかけはし懇談会」実施　50
回（52園）
　＊幼稚園・保育園・こども園に講師を
派遣し、5歳児を対象としてインクルー
シブな環境づくりを念頭に、家庭の果
たすべき役割についての講話を行って
いる。
【生涯学習課】
　保・幼・小・中対象家庭教育学級：38
学級（保1、幼15、小15、中7）
　＊パートナーと一緒に考えて育児を
していくことの重要性や、子ども達に
も多様性を理解してもらうことをテー
マにした家庭教育学級を開催し、男女
共同参画やジェンダー平等を推進して
いる。

11
ジェンダー平等を進
める家庭教育の推進

【人権・多様性推進課】
　・人権のつどいの開催
　（女性の人権問題が記載された人権
啓発冊子「みんなへの人権のメッセー
ジ」を配布）
　期日：令和7年12月23日、参加者：
157人
　・人権パネル展の開催
　（女性の人権問題が記載された人権
啓発冊子「みんなへの人権のメッセー
ジ」を配布）
　期日：令和7年12月4日～12月12
日
　・区立保育園、幼稚園、小学校、中学
校の保護者を対象とした人権尊重教
育研修会（動画配信）において啓発を
実施。
　配信期間:令和7年11月4日～令和8
年3月27日、再生回数：435回
(女性の人権問題が記載された人権啓
発冊子「みんなの人権」を資料として使
用）
【子ども家庭支援センター】
親子遊びプログラムの実施：658回
　[内訳]日本堤 169回、台東 148
回、寿 177回、谷中 164回
親子のふれあいと交流、遊びの場を提
供することを目的に、性別に捉われず
父母双方にとって参加しやすいプログ
ラムを実施。父親の参加を促す父親を
対象としたプログラムも実施。
【保健サービス課】
　・「乳幼児のお出かけ」に関する啓発
動画（1本）の作成
　・「赤ちゃんと抱っこ」をテーマとした
講演会を開催
　　　回数：1回、参加者：３８人
　・歯磨き教室や救急・健康づくりなど
に関する講座、医師との相談など対面
での健康学習の実施
【教育支援館】
　「小学生のかけはし懇談会」実施　5２
回（52園）
　＊幼稚園・保育園・こども園に講師を
派遣し、5歳児を対象としてインクルー
シブな環境づくりを念頭に、家庭の果
たすべき役割についての講話を行って
いる。
【生涯学習課】
　保・幼・小・中対象家庭教育学級：38
学級（保1、幼15、小15、中7）
　＊パートナーと一緒に考えて育児を
していくことの重要性や、子ども達に
も多様性を理解してもらうことをテー
マにした家庭教育学級を開催し、男女
共同参画やジェンダー平等を推進して
いる。

継続

人権・多様性推進課
子ども家庭支援センター

保健サービス課
教育支援館
生涯学習課

家庭において、性別に
かかわりなく、一人ひ
とりの個性や能力を
尊重した教育が行わ
れるよう、保護者に対
して講座・研修を行い
ます。
また、講座等の場を通
じて保護者同士の
ネットワークづくりを
支援します。

9



男女平等推進行動計画事業進捗状況管理シート

Ｎｏ区分 【参考】６年度末未実施状況基 本 目 標 施　　　策 取組の方向性 内 容 所　管　課計画事業 ７年度末実施状況事業内容

①審議会等へ
の男女平等参
画の推進

（2）意思決
定過程への
男女平等参
画の推進

審議会等への女性の
積極的登用

継続

継続

新規

13
(再掲)

15

13

14

継続

女性の参画を推進す
るための新ガイドライ
ンの活用

区の政策や方針に男
女の意見が反映され
るよう、審議会におけ
る女性委員の割合を
35％以上にすること
を目標とし、積極的な
働きかけを行ってい
きます。

区の政策や方針に男
女の意見が反映され
るよう、審議会におけ
る女性委員の割合を
35％以上にすること
を目標とし、積極的な
働きかけを行ってい
きます。

職務指定の見直しや
公募委員枠の拡大な
どの方法を取り入れ
たガイドラインを活用
し、審議会等における
女性委員の参画を推
進します。

女性委員の参画状況
調査

女性委員の参画を着
実に進めるため、参画
状況調査を実施しま
す。

人権・多様性推進課

新規

[令和８年度実施結果（Ｒ８.4.1 現
在）]
審議会等数：83
委員数合計：1,370人
うち女性委員：358人
比率：26.1％
人権・多様性推進委員会及び幹事
会において、比率の低い審議会に
ついては、改選時に女性の参画を
促す働きかけをした。

令和6年度末に新たに「審議会等の
委員選定に関するガイドライン」を
策定した。なお、令和7年度調査に
合わせ、ガイドラインを通知し、女性
委員の参画を促進する予定。

令和6年度末に新たに「審議会等の
委員選定に関するガイドライン」を
策定した。なお、令和7年度から調
査にガイドラインを添付し、女性委
員の参画促進を啓発している。

（再掲）

[令和7年度実施結果（Ｒ7.4.1 現
在）]
審議会等数：83
委員数合計：1,397人
うち女性委員：389人
比率：27.8％
人権・多様性推進委員会及び幹事
会において、比率の低い審議会に
ついては、改選時に女性の参画を
促す働きかけをした。

令和７年５月に女性委員の参画状
況調査を実施。調査結果を全庁的
に公表。令和８年度も実施予定。

（再掲）

令和6年4月に女性委員の参画状
況調査を実施。調査結果を全庁的
に公表。令和7年度も実施予定。

人権・多様性推進課

12
女子生徒・女子学生の
理工系分野への進路
選択の促進

女子中高生・女子学生
の理工系分野への進
路選択に資する内閣
府の理工チャレンジに
参加します

内閣府理工チャレンジ掲載　３件

ー 人権・多様性推進課

審議会等への女性の
積極的登用

人権・多様性推進課

②区民が立案・
参画する機会
の増加

審議会等に区民が参
加することより、区民
の視点による区政運
営を促進するため、ガ
イドラインを活用し、
公募委員枠の拡大な
どの取組を進めます。
また、男女平等推進プ
ラザの各委員会に区
民が主体的に参加す
ることにより、区民の
視点による運営を促
進します。

人権・多様性推進課

１　あらゆる分
野への男女平
等参画の促進

(1)ジェン
ダー平等意
識の形成

③ジェンダー及
び性の多様性
に関する理解
の促進に向け
た教育・学習の
提供

性別にかかわりなく、
一人ひとりの個性や
能力を高める教育を
行うとともに、保護者
や教職員の意識を高
めるための講座や研
修を実施します。

審議会等における女
性の積極的登用を促
進するため、ガイドラ
インを活用し、職務指
定の要件緩和を進め
るとともに、女性委員
の推薦を積極的に働
きかけます。
また、女性の積極的登
用を着実に進めるた
め、毎年、状況調査を
実施します。

10



男女平等推進行動計画事業進捗状況管理シート

Ｎｏ区分 【参考】６年度末未実施状況基 本 目 標 施　　　策 取組の方向性 内 容 所　管　課計画事業 ７年度末実施状況事業内容

継続 104
(再掲)

継続 16

（再掲） 人権・多様性推進課（再掲）

【人権・多様性推進課】
区民学習活動支援事業講座
　4講座(5回)実施
　参加者数：延102人
①「学校に行きたくない」と言われ
たとき父として母としてできること
②包括的性教育を日本の文化・慣
習から考えよう
③誰もが性暴力の被害者にも加害
者にならないために、包括的性教
育を学びましょう
④学校に行かない子どもが見てい
る世界
【生涯学習課】
（１）台東区民カレッジ
①地域活動体験講座（地域活動参
画型：1回、地域課題解決型）の実施
・3講座（25回）実施、参加者数：
233人
②学習情報の収集・提供、生涯学習
相談の実施
・生涯学習ガイド：2回発行
・センターニュース：12回発行
・生涯学習相談の実施
・生涯学習情報コーナーの運営
③生涯学習ボランティア「まなボ」
の活用促進　・登録者数：34人
・紹介数：28件・活動件数：16件
（２）台東学びの広場
区民の生涯学習のきっかけづくり
となる学習講座（生涯学習スタート
講座・我がまち先生講座・学びの仲
間体験講座・現代課題講座）を実施
・36講座（182回）実施、参加者
数：2,780人

男女平等推進プラザ
の各種委員会への参
画

男女平等推進プラザ
の各種委員会に区民
が主体的に参画する
ことで、区民の意見や
発想を生かした男女
平等推進プラザの運
営を行います。

審議会等に区民が参
加することより、区民
の視点による区政運
営を促進するため、ガ
イドラインを活用し、
公募委員枠の拡大な
どの取組を進めます。
また、男女平等推進プ
ラザの各委員会に区
民が主体的に参加す
ることにより、区民の
視点による運営を促
進します。

②区民が立案・
参画する機会
の増加

地域の課題に、ジェン
ダーの視点を取り入
れるため、地域活動に
おける男女平等参画
を推進するとともに、
区内で活躍するNPO
の紹介や講座などの
機会を通じて、市民活
動への参画を促進し
ます。

地域活動における男
女平等参画の推進

地域の課題にジェン
ダーの視点を取り入
れるため、防災や環
境、まちづくりなど、
様々な分野での地域
活動における男女平
等参画を推進します。
また、区民一人ひとり
が、主体的に地域課
題の解決や地域活動
に取り組むなど、地域
で活躍することを目
的とした多様な学習
講座及び情報提供・相
談対応などの支援を
します。

区民学習活動支援事業講座
　3講座(4回)実施
　参加者数：延26人
①女性薬剤師と考える健康と未来
②余白を生み出すチームわが家の
両立術
③働く女性のグリーフ（悲しみ）と
その癒し方

人権・多様性推進課
生涯学習課

１　あらゆる分
野への男女平
等参画の促進

（2）意思決
定過程への
男女平等参
画の推進

③区民の社会・
地域活動への
参加の促進

11



男女平等推進行動計画事業進捗状況管理シート

Ｎｏ区分 【参考】６年度末未実施状況基 本 目 標 施　　　策 取組の方向性 内 容 所　管　課計画事業 ７年度末実施状況事業内容

継続

シニア世代が地域の
中で充実した生活が
送れるよう、シニアラ
イフ応援計画、雇用就
業支援等の事業を行
います。

17

継続 18

【産業振興課】
・高齢者向け「再就職準備セミナー」
を実施
令和6年8月31日、参加者：28人
・（公財）東京しごと財団と共催で
「生涯現役！シニア期に向けた暮ら
しと働き方セミナー」を実施
①令和6年8月6日、参加者：35人
②令和7年1月23日、参加者：23
人

【高齢福祉課】
シルバー人材センター登録会員数
(令和6年度末)
女性会員：442名
男性会員：500名
合　　計：942名

【生涯学習課】
シニアライフ応援計画：講座実施回
数2回
令和６年度末委員内訳　女性5名
男性5名

生涯学習課
産業振興課
高齢福祉課

【産業振興課】
・高齢者向け「再就職準備セミナー」
を実施
令和7年7月5日、参加者：18人
・（公財）東京しごと財団と共催で下
記事業を実施
「生涯現役セミナー シニア期に向け
た暮らしと働き方」
①令和7年8月5日、参加者：30人
②令和8年1月27日、参加者：33
人
「シニア就職１day（ワンデー）トライ
面接会」
令和7年12月4日、参加者：115名
【高齢福祉課】
シルバー人材センター登録会員数
(令和７年度末)
女性会員：453名
男性会員：496名
合　　計：94９名
【生涯学習課】
シニアライフ応援計画：講座実施回
数　３回
令和７年度末実行委員内訳：女性１
４名、男性８名

・中間支援組織
　平成28年度　開設・運営
　平成29年度～令和6年度　運営

・団体向け専門講座（全3回）
　日時：令和6年9・10・11月
　人数：延べ22名

・活動団体のパネル展の開催
　日時：令和7年2月6日～17日
　場所：台東区生涯学習センター
　　　　 1階アトリウム
台東ボランティア・地域活動セン
ターに登録されている団体の活動
紹介をパネル展という形で行い、
情報提供を行った。

シニア世代の地域活
動支援

ボランティア活動や
NPO等の市民活動へ
の参画を進めるため、
講座の実施や情報提
供等を行います。

・中間支援組織
　平成28年度　開設・運営
　平成29年度～令和7年度　運営

・団体向け専門講座（全3回）
　日時：令和7年9・11・12月
　人数：延べ21名

・活動団体のパネル展の開催
　日時：令和8年2月24日～3月3
日
　場所：台東区役所　1階ロビー
台東ボランティア・地域活動セン
ターに登録されている団体の活動
紹介をパネル展という形で行い、
情報提供を行った。

市民活動参加への支
援と意識啓発

区民課

１　あらゆる分
野への男女平
等参画の促進

（2）意思決
定過程への
男女平等参
画の推進

③区民の社会・
地域活動への
参加の促進

地域の課題に、ジェン
ダーの視点を取り入
れるため、地域活動に
おける男女平等参画
を推進するとともに、
区内で活躍するNPO
の紹介や講座などの
機会を通じて、市民活
動への参画を促進し
ます。

12



男女平等推進行動計画事業進捗状況管理シート

Ｎｏ区分 【参考】６年度末未実施状況基 本 目 標 施　　　策 取組の方向性 内 容 所　管　課計画事業 ７年度末実施状況事業内容

防災・災害復興分野に
おける意思決定過程
への女性の参画を推
進します。また、避難
所運営等、災害時に
リーダーシップを発揮
できる女性の育成を
図ります。

地域防災計画に基づ
き、性差などから生じ
る様々なニーズに対
応した物資の確保や、
避難所の運営を推進
します。

男女平等参画の視点
による防災対策の推
進

防災・災害復興分野へ
の女性の参画推進

継続

継続 19

継続

（１）避難所運営委員会
　　（会員数約1800人）　61回
（２）備蓄品
　　ウエットティッシュ（21,800
パック）
　　生理用品（2,095袋）
　　プライベートルーム（125張）

（１）避難所運営委員会
　　（会員数約1800人）　45回
（２）備蓄品
　　ウエットティッシュ（21,800
パック）
　　生理用品（2,095袋）
　　プライベートルーム（125張）

【高齢福祉課】
介護予防運動教室　40回、645人

【障害福祉課】
障害者団体の自主事業に対する支
援
対象団体：５団体
対象事業：２２

【松が谷福祉会館】
障害者自立支援センター(社会参加
援助事業)
・教室等の実施：93回、714人
・各種サークルの実施：61回、78
人
・施設の貸し出し：1,１７５件、15,５
９９人
・視覚障害者に対するCD作成・配
布：22回

【健康課】
①寿作品展示会
開催日：令和7年10月15日・16日
来場者数：1,174人
②シニアクラブ活動支援
実施状況：助成金交付　85クラブ

【高齢福祉課】
介護予防運動教室　40回、629人

【障害福祉課】
障害者団体の自主事業に対する支
援
対象団体：5団体
対象事業：21

【松が谷福祉会館】
障害者自立支援センター(社会参加
援助事業)
・教室等の実施：110回、872人
・各種サークルの実施：54回、47
人
・施設の貸し出し
 ：1,229件、15,816人
・視覚障害者に対するCD作成・配
布：12回

【健康課】
①寿作品展示会
開催日：令和6年10月16日・17日
来場者数：1,351人
②シニアクラブ活動支援
実施状況：助成金交付　89クラブ

いきがいづくりと社
会参加への支援

21

（3）男女平
等参画の視
点に立った
防災・復興
体制の確立

①男女平等参
画の視点に
立った防災・復
興対策の推進

【人権・多様性推進課】
講座「女性と防災についてホンネで
考える」を実施（来場及びオンライ
ン講座）
参加者：19人

【危機・災害対策課】
防災会議など災害対策分野におけ
る区の意思決定審議会に女性委員
の積極的な推薦を働きかけてい
る。
（1）避難所運営委員会 45回
（2）防災指導者講習会 ２回

20

人権・多様性推進課
危機・災害対策課

【人権・多様性推進課】
講座：被災地の経験から学び、私に
必要な備えを考える
参加者17人
【危機・災害対策課】
防災会議など災害対策分野におけ
る区の意思決定審議会に女性委員
の積極的な推薦を働きかけてい
る。
（1）避難所運営委員会 61回
（2）防災指導者講習会 ２回

高齢者や障害者が住
み慣れた地域の中で
いきいきと暮らし続
けられるよう、講座の
実施や情報提供等に
より、社会参加を支援
します。

健康課
高齢福祉課
障害福祉課
松が谷福祉会館

危機・災害対策課

地域防災計画に基づ
き、性差などから生じ
る様々なニーズに対
応した防災対策を進
めるとともに、意思決
定過程への女性の参
画の推進や女性リー
ダーの育成を図りま
す。
　また、講習会や講座
などの機会を通じて、
地域や家庭における
日頃からの備えなど、
防災に関する知識の
普及・啓発を図りま
す。
　さらには、発災直後
から発生する生活環
境の変化による不安
や悩み、女性への暴
力に対する相談体制
を整備します。

１　あらゆる分
野への男女平
等参画の促進

（2）意思決
定過程への
男女平等参
画の推進

③区民の社会・
地域活動への
参加の促進

地域の課題に、ジェン
ダーの視点を取り入
れるため、地域活動に
おける男女平等参画
を推進するとともに、
区内で活躍するNPO
の紹介や講座などの
機会を通じて、市民活
動への参画を促進し
ます。

13



男女平等推進行動計画事業進捗状況管理シート

Ｎｏ区分 【参考】６年度末未実施状況基 本 目 標 施　　　策 取組の方向性 内 容 所　管　課計画事業 ７年度末実施状況事業内容

防災に関する知識の
普及、啓発

講習会や講座などの
機会を通じて、地域や
家庭における防災対
策に関する知識の普
及や啓発を行います。

継続

【危機・災害対策課】
(1)前期防災指導者講習会
①内容：講習形式
・ 一時集合場所の手引き・ＱＡにつ
いて
・地区防災計画の策定支援につい
て
・避難行動要支援者名簿活用訓練
の報告等について
・避難所運営
・避難所運営キットの活用　ビデオ
の紹介等　＜キット活用訓練の促し
＞
・区からのお知らせ：合同訓練の実
施の説明について、防災士の活用
について
②参加者数：117名（67町会）
（2）後期防災指導者講習会
①内容：そなエリア東京見学
②参加者数：88名（55町会）
（3）防災出前講座の開催
①実施内容：町会・高齢者・集合住
宅・高校生向け講座等の開催（計
107回）
②参加者数：9446人
（4)女性視点から作られた「東京く
らし防災」については令和5年度に
リニューアルされ、転入者に積極的
に配布している。今後配布物を作
成する際には、災害対応も男女平
等であることの記載や使用するイ
ラストに配慮してゆく。

【人権・多様性推進課】
講座「女性と防災についてホンネで
考える」を実施（来場及びオンライ
ン講座）
参加者：19人

【人権・多様性推進課】
講座：被災地の経験から学び、私に
必要な備えを考える
参加者17人
【危機・災害対策課】
(1)前期防災指導者講習会
①内容・講習形式
・ホームサバイバルトライアルの取り
組みについて
・一時集合場所について
・避難行動要支援者対策について
・防災士認証登録支援補助金につ
いて
・集合住宅防災資機材購入補助金
について
・自主防災組織（防災団）への助成
金について
②参加者数：122名（70町会）
（2）後期防災指導者講習会
①内容・講習形式
・上野警察講演
・東京電力パワーグリッド株式会社
による講演
・東京ガス株式会社による講演
・東京都水道局による講演
②参加者数：145名（80町会）
（3）防災出前講座の開催
①実施内容：町会・高齢者・集合住
宅・高校生向け講座等の開催（計
107回）
②参加者数：9475人
（4)女性視点から作られた「東京く
らし防災」については令和5年度に
リニューアルされ、転入者に積極的
に配布している。今後配布物を作
成する際には、災害対応も男女平
等であることの記載や使用するイ
ラストに配慮してゆく。

22
人権・多様性推進課
危機・災害対策課

１　あらゆる分
野への男女平
等参画の促進

（3）男女平
等参画の視
点に立った
防災・復興
体制の確立

①男女平等参
画の視点に
立った防災・復
興対策の推進

地域防災計画に基づ
き、性差などから生じ
る様々なニーズに対
応した防災対策を進
めるとともに、意思決
定過程への女性の参
画の推進や女性リー
ダーの育成を図りま
す。
　また、講習会や講座
などの機会を通じて、
地域や家庭における
日頃からの備えなど、
防災に関する知識の
普及・啓発を図りま
す。
　さらには、発災直後
から発生する生活環
境の変化による不安
や悩み、女性への暴
力に対する相談体制
を整備します。

14



男女平等推進行動計画事業進捗状況管理シート

Ｎｏ区分 【参考】６年度末未実施状況基 本 目 標 施　　　策 取組の方向性 内 容 所　管　課計画事業 ７年度末実施状況事業内容

23
災害発生後における
相談・支援体制の整備

継続 人権・多様性推進課

①こころと生きかたなんでも相談
（カウンセラーによる専門カウンセ
リング）　相談延件数1,445件
②女性弁護士による法律相談　相
談延件数125件
③たいとうパープルほっとダイヤ
ル（非常勤職員による配偶者暴力
に関する相談）相談延件数1,070
件

※災害に関する相談はなし。発災
時の様々な相談の立上げ等に関す
ることについては、区全体として包
括的、具体的に計画していくと思わ
れる。

①こころと生きかたなんでも相談
（カウンセラーによる専門カウンセ
リング）　相談延件数
面談等＋ＳＮＳ　1,761件
②女性弁護士による法律相談　相
談延件数130件
③たいとうパープルほっとダイヤ
ル（非常勤職員による配偶者暴力
に関する相談）相談延件数1,007
件

※災害に関する相談はなし。発災
時の様々な相談の立上げ等に関す
ることについては、区全体として包
括的、具体的に計画していくと思わ
れる。

１　あらゆる分
野への男女平
等参画の促進

（3）男女平
等参画の視
点に立った
防災・復興
体制の確立

①男女平等参
画の視点に

立った防災・復
興対策の推進

地域防災計画に基づ
き、性差などから生じ
る様々なニーズに対
応した防災対策を進
めるとともに、意思決
定過程への女性の参
画の推進や女性リー
ダーの育成を図りま

す。
　また、講習会や講座
などの機会を通じて、
地域や家庭における
日頃からの備えなど、
防災に関する知識の
普及・啓発を図りま

す。
　さらには、発災直後
から発生する生活環
境の変化による不安
や悩み、女性への暴
力に対する相談体制

を整備します。

「はばたき21相談室」
において、災害発生後
の生活環境の変化に
よる不安や悩み、女性
への暴力に対する相
談・支援を実施しま
す。

15



男女平等推進行動計画事業進捗状況管理シート

Ｎｏ基 本 目 標 施　　　策 取組の方向性 内 容

２　職業生活に
おける女性の

活躍推進

（4）女性の
就業・登用・
起業の機会
拡大

講座の実施や、広報
誌・パンフレットの配
布等を通じて、法制度
の周知を進めるとと
もに、事業主行動計画
の策定方法や支援制
度の紹介、ハラスメン
トの防止に関する周
知・啓発を図ります。
また、ワーク・ライフ・
バランスの推進に取
り組む区内中小企業
を認定することによ
り、企業イメージの向
上と、ワーク・ライフ・
バランスの推進を図
ります。

継続 35
(再掲)

34
(再掲)

①働き方の変
革と女性の活
躍推進に向け
た事業者等へ
の取組の支援

継続 24

継続 25

所　管　課区分 ７年度末実施状況 【参考】６年度末未実施状況

継続

職場環境向上支援助成金：7件交付 ・職場環境等向上支援助成金：6件
交付

職場環境等の向上支
援

区内中小企業に対し
て、女性活躍推進法に
基づく一般事業主行
動計画策定や、雇用環
境の整備促進、女性が
活躍しやすい職場環
境づくりなどを支援し
ます。

法律や制度の理解の
促進

男女雇用機会均等法
や女性活躍推進法な
ど、雇用分野における
男女平等参画に関す
る法律や制度の理解
の促進を図ります。

人権・多様性推進課
産業振興課

（再掲）

【人権・多様性推進課】
講座：男女雇用機会均等法の４０年
～日本のジェンダー平等を国際基
準に～　参加者10人
ワーク・ライフ・バランス推進企業認
定制度を通じての企業とのやり取
りの中で、国や都から送付されたパ
ンフレットや制度などについて積極
的に周知し、プラザ内にも設置して
啓発に努めた。
【産業振興課】
都から送付されたパンフレット等の
窓口配布により周知・啓発を行っ
た。

【人権・多様性推進課】
ワーク・ライフ・バランス推進企業認
定制度を通じての企業とのやり取
りの中で、国や都から送付されたパ
ンフレットや制度などについて積極
的に周知し、プラザ内にも設置して
啓発に努めた。

【産業振興課】
都から送付されたパンフレット等の
窓口配布により周知・啓発を行っ
た。

産業振興課
人権・多様性推進課

計画事業 事業内容

企業のワーク・ライフ・
バランスを推進する
ために、「両立支援等
助成金」など、国・東京
都の支援事業を紹介
していきます。

企業における両立支
援事業の紹介

ワーク・ライフ・バラン
スの推進に取り組む
区内中小企業を「ワー
ク・ライフ・バランス推
進企業」として認定
し、融資のあっせん
や、区の広報・パンフ
レットによる認定企業
の紹介を行うなど、そ
の取組を支援します。

産業振興課

産業振興課
子育て・若者支援課
人権・多様性推進課

（再掲）

（再掲）
ワーク・ライフ・バラン
ス推進企業認定

（再掲）
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男女平等推進行動計画事業進捗状況管理シート

Ｎｏ基 本 目 標 施　　　策 取組の方向性 内 容 所　管　課区分 ７年度末実施状況 【参考】６年度末未実施状況計画事業 事業内容

２　職業生活に
おける女性の
活躍推進

（4）女性の
就業・登用・
起業の機会
拡大

②女性への就
職・再就職支
援、起業支援、
キャリア形成支
援

女性の就労をサポー
トするため、スキル
アップなどの講座を
実施するとともに、就
業相談や企業に対す
る雇用相談を実施し
ます。
また、これから起業を
目指す人や、すでに起
業した人を対象とし
た講座を実施すると
ともに、起業家同士の
交流の促進を図りま
す。

講座の実施や、広報
誌・パンフレットの配
布等を通じて、法制度
の周知を進めるとと
もに、事業主行動計画
の策定方法や支援制
度の紹介、ハラスメン
トの防止に関する周
知・啓発を図ります。
また、ワーク・ライフ・
バランスの推進に取
り組む区内中小企業
を認定することによ
り、企業イメージの向
上と、ワーク・ライフ・
バランスの推進を図
ります。

①働き方の変
革と女性の活
躍推進に向け
た事業者等へ
の取組の支援

継続

継続

女性の就労をサポー
トするために、再就職
支援のための講座の
実施、母子家庭への自
立支援の取組等を行
います。

ハラスメントに関する
研修・講座

（再掲）

26

（再掲）

【人権・多様性推進課】
（公財）東京都しごと財団と共催で
「女性しごと応援キャラバンin台
東」事業を実施
参加者91人

【子育て支援課】
国・都から送付されたパンフレット、
リーフレット、広報誌等について窓
口配布等により周知・啓発を図っ
た。

【産業振興課】
・女性向け「私らしいキャリア・働き
方を考えてみよう！」の実施
令和7年11月8日、参加者：9人
・(公財)東京しごと財団と共催で下
記事業を実施
①女性しごと応援キャラバンin台
東「在宅ワーク入門セミナー」
令和7年6月2日、参加者：122人
②女性応援ジョブフェアin浅草
令和8年1月23日、参加者：51人
・東京都と共催で下記事業を実施
女性デジタルカレッジ事業（基礎及
び応用コース）
令和7年8月25日～9月12日、参
加者12人

各種ハラスメントに対
する正しい認識と対
応を学ぶための研修
や講座を実施します。
区内企業に対しては、
ハローワーク等と連携
を図り、効果的に研修
を実施します。
また、職員や教職員に
対しても、ハラスメン
トの防止を図る研修
等を実施します。

【人権・多様性推進課】
（公財）東京しごと財団と共催で「女
性しごと応援キャラバンin台東」事
業を実施
参加者：66人

【子育て・若者支援課】
国・都から送付されたパンフレット、
リーフレット、広報誌等について窓
口配布等により周知・啓発を図っ
た。

【産業振興課】
・女性向け「再就職を目指す女性の
ための応援セミナー」の実施
　令和6年12月8日、参加者：10人
・(公財)東京しごと財団と共催で下
記事業を実施
①女性応援ジョブフェアin台東
　令和6年7月5日、参加者：57人
②女性しごと応援キャラバンin台
東
　人生を長く楽しむための「50代か
らのキャリアデザイン」
　令和6年8月6日、参加者1：28人
・東京都と共催で下記事業を実施
女性デジタルカレッジ事業（基礎及
び応用コース）
　令和6年9月2日～20日、参加者
12名

女性のための就労支
援

62
(再掲)

人事課
人権・多様性推進課
指導課

産業振興課
子育て・若者支援課
人権・多様性推進課
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男女平等推進行動計画事業進捗状況管理シート

Ｎｏ基 本 目 標 施　　　策 取組の方向性 内 容 所　管　課区分 ７年度末実施状況 【参考】６年度末未実施状況計画事業 事業内容

産業振興課

②　女性への就
職・再就職支
援、起業支援、
キャリア形成支
援

女性の就労をサポー
トするため、スキル
アップなどの講座を
実施するとともに、就
業相談や企業に対す
る雇用相談を実施し
ます。
また、これから起業を
目指す人や、すでに起
業した人を対象とし
た講座を実施すると
ともに、起業家同士の
交流の促進を図りま
す。

継続

継続

令和6年度相談件数：155件
[内訳]
雇用相談：0件、就業相談：155件
[就業相談内訳]
50代未満：44件、50代以上：106
件
不明：5件
＊相談内容は就職活動経過報告が
46件と最も多い。

障害福祉課
保健予防課

産業振興課
女性創業者・メンター
交流会

女性創業者や創業を
考えている女性を対
象に、先輩女性経営者
との交流の場を提供
し、創業に関する不安
の解消や、創業者同士
のネットワークを広げ
ることで、女性の活躍
を促進します。

雇用・就業相談

障害者の就労支援

「働きたい」と希望す
る障害者が、安心して
就労できるよう、個々
の能力に応じた訓練・
実習の提供、就職活動
に対する支援を行い
ます。

【障害福祉課】
登録者　408人（令和８年３月末）
【保健予防課】
利用実績
就労移行支援　：　557件
就労継続支援A型：153件
就労継続支援B型：1,812件

前期5回実施：57人参加
後期5回実施：37人参加

令和7年度相談件数：140件
[内訳]
雇用相談：1件、就業相談：139件
[就業相談内訳]
50代未満：40件、50代以上：９６
件
不明：3件
＊相談内容は就職活動経過報告が
50件と最も多い。

就職や再就職を希望
する区民のための就
業相談や、区内企業に
対して雇用相談を行
います。

継続

２　職業生活に
おける女性の
活躍推進

（4）女性の
就業・登用・
起業の機会
拡大

【障害福祉課】
登録者　387人

【保健予防課】
利用実績
就労移行支援　：　559件
就労継続支援A型：113件
就労継続支援B型：1,704件

30

継続 29

28
起業家・若手経営者支
援

起業家や若手経営者
を対象に、経営に必要
な知識の習得を図る
講座を開催し、区内で
の起業を促進してい
きます。

前期5回実施：60人参加
後期5回実施：30人参加

全5回実施：9人参加 全5回実施：9人参加

27

産業振興課

18



男女平等推進行動計画事業進捗状況管理シート

Ｎｏ基 本 目 標 施　　　策 取組の方向性 内 容 所　管　課区分 ７年度末実施状況 【参考】６年度末未実施状況計画事業 事業内容

継続 9９
（再掲）

区における男性職員
の育児参画に向けた
取組

女性活躍推進法によ
り策定した特定事業
主計画行動に基づき、
男性職員の出産支援
休暇及び育児参加休
暇、育児休業の取得を
促進して行きます。

（再掲） （再掲） 人事課

98
(再掲)

継続

人事課

人事課
人権・多様性推進課
指導課

２　職業生活に
おける女性の
活躍推進

（4）女性の
就業・登用・
起業の機会
拡大

③区における
働き方の変革
と女性の活躍
推進

女性活躍推進法によ
り、区が策定した「女
性職員活躍のための
台東区特定事業主行
動計画」に基づき、長
時間労働の改善や年
次有給休暇の取得等
の促進を図ります。
また、性別にとらわれ
ない任用を行うとと
もに、職員・教職員を
対象としたハラスメン
トの防止を進めるた
めの研修を実施しま
す。

各種ハラスメントに対
する正しい認識と対
応を学ぶための研修
や講座を実施します。
区内企業に対しては、
ハローワーク等と連携
を図り、効果的に研修
を実施します。
また、職員や教職員に
対しても、ハラスメン
トの防止を図る研修
等を実施します。

キャリアデザイン研修Ⅰ（採用３年
目）：51名
キャリアデザイン研修Ⅱ（末齢３５
歳）：38名
キャリアデザイン研修Ⅲ（末齢45
歳）：29名
仕事と育児の両立支援セミナー（産
休・育休から復帰した職員）：31名
啓発図書の配布（産休・育休取得
者）
産休・育休取得者面談制度
ロールモデル発信：1名
ハラスメント防止研修（係長1年
目）：32名
新任・転入職員研修(採用1年目)：
79名

職員の採用、昇任にあ
たっては、性別にとら
われない選考を行い
ます。
また、性別にかかわら
ず、ジョブ・ローテー
ションによる様々な職
場経験を通じて、職員
の資質能力の育成を
進めます。

（再掲） （再掲）

管理職選考の受験に
ついて、性別にとらわ
れず、受験資格を有す
る職員に対して、積極
的に奨励します。

（再掲）

女性活躍推進法によ
り策定した特定事業
主行動計画に基づき、
長時間労働の是正や
年次有給休暇の取得
を促進するなど、働き
方の改革を進めます。
また、女性職員のキャ
リア形成支援等の取
組により、職員の意欲
を高めます。

人事課（再掲） （再掲）

区におけるワーク・ラ
イフ・バランス及び女
性職員の活躍の推進

管理職選考の受験の
奨励

継続

97
(再掲)

継続

継続

採用及び職域の拡大
にあたっての男女平
等の推進

31

62
(再掲)

ハラスメントに関する
研修・講座

（再掲） 人事課

キャリアデザイン研修Ⅰ（採用３年
目）：53名
キャリアデザイン研修Ⅱ（末齢３５
歳）：38名
キャリアデザイン研修Ⅲ（末齢45
歳）：36名
育児と仕事の両立支援セミナー（産
休・育休から復帰した職員）：47名
啓発図書の配布（産休・育休取得
者）
産休・育休取得者面談制度
ロールモデル発信：1名
ハラスメント防止研修（係長1年
目）：33名
新任・転入職員研修(採用1年目)：
92名
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男女平等推進行動計画事業進捗状況管理シート
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継続 5
（再掲）

男性の介護への参画
に向けた取組

介護教室や男性の介
護への参画を進める
ための講座等を実施
します。
また、講座等の場を通
じて、交流の促進と居
場所づくりを支援しま
す。

（再掲） （再掲）
人権・多様性推進課
生涯学習課

産業振興課
子育て・若者支援課
人権・多様性推進課

産業振興課
人権・多様性推進課

33

関係する法律や制度、
仕事や家事を効率化
するポイントなどを紹
介する講座等を通じ
て、ワーク・ライフ・バ
ランスの推進を図りま
す。

継続（5）ワーク・
ライフ・バラ
ンスの実現

①ワーク・ライ
フ・バランスに
関する意識啓
発

区民や区内企業に対
して、講座の開催やパ
ンフレット等による情
報提供を通じて、ワー
ク・ライフ・バランスに
関する意識啓発や、関
係する法律や制度の
周知を行います。
また、体験型の講座を
実施することで、男性
の家事や育児・介護へ
の意識を高めます。

32

【人権・多様性推進課】
台東区ワーク・ライフ・バランス推進
企業認定制度に係るパンフレットの
作成・配布や区公式ＨＰ等を通じ
て、ワーク・ライフ・バランスの理解
の普及を図った。また、国･都から
送付されたリーフレット等の配布に
より周知・啓発に努めた。

【子育て・若者支援課】
国・都から送付されたパンフレット、
リーフレット、広報誌等について窓
口配布等により周知・啓発を図っ
た。

【産業振興課】
「ポケット労働法」を発行し、二十歳
の集い、各セミナー会場、窓口等で
配布した。また、国・都から送付され
たパンフレット等を窓口に配架し、
情報提供を行った。

ワーク・ライフ・バラン
スに関する理解を促
進するため、男女雇用
機会均等法、育児・介
護休業制度等につい
て、パンフレット、リー
フレット、広報誌等を
通じて情報を提供し
ます。

【人権・多様性推進課】
台東区ワーク・ライフ・バランス推進
企業認定制度に係るパンフレットの
作成・配布や公式HP等を通じて、
ワーク・ライフ・バランスの理解の普
及を図った。また、国・都から送付
されたリーフレット等の配布により
周知・啓発に努めた。

【子育て支援課】
国・都から送付されたパンフレット、
リーフレット、広報誌等について窓
口配布等により周知・啓発を図っ
た。

【産業振興課】
「ポケット労働法」を発行し、二十歳
の集い、各セミナー会場、窓口等で
配布した。また、国・都から送付され
たパンフレット等を窓口に配架し、
情報提供を行った。

（再掲）

ハローベビー学級や
料理教室など、男性の
家事・育児力を高める
講座を実施します。ま
た、講座等の場を通じ
て、交流の促進と居場
所づくりを支援しま
す。

（再掲）

【人権・多様性推進課】
ワーク・ライフ・バランス推進のため
の講座
①２４時間が“楽”になる時間術
参加者数15人
②マネー＆ライフプランセミナー～
生涯にわたって充実した生活を送
るために～　　　参加者数13人
【産業振興課】
①使用者向け労働法講座を実施
（東京都労働相談情報センター亀戸
事務所との共催）
令和8年2月27日、参加者：61人
②働き方セミナー「社会人のための
マネーリテラシー」
令和7年6月28日実施、参加者12
人

【人権・多様性推進課】
ライオン株式会社と共催(包括連携
協定事業)で「家事シェアセミナー～
梅雨どきの「おふろ掃除」と家事
シェアのコツ」事業を実施
参加者：23人

【産業振興課】
①使用者向け労働法講座を実施
（東京都労働相談情報センター亀戸
事務所との共催）
令和7年2月5日･6日、参加者：
117人
②働き方セミナー「社会人のための
マネーリテラシー」
令和6年6月15日実施、参加者11
人

ワーク・ライフ・バラン
ス推進のための講座

継続

２　職業生活に
おける女性の
活躍推進

男性の家事・育児への
参画に向けた取り組
み

ワーク・ライフ・バラン
スに関する理解の促
進

継続 4
(再掲)

人権・多様性推進課
子ども家庭支援
センター
保健サービス課
生涯学習課
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36

【人権・多様性推進課】
広報誌やパンフレットを通じて、育
児・介護休業制度の情報提供を
行った。

【子育て・若者支援課】
国・都から送付されたパンフレット、
リーフレット、広報誌等について窓
口配布等により周知・啓発を図っ
た。

【産業振興課】
都等から送付されたパンフレット等
の窓口配布により周知・啓発を図っ
た。

35

継続

広報誌やパンフレット
等を通じて、育児・介
護休業制度の情報提
供を行います。

【人権・多様性推進課】
ワーク・ライフ・バランス推進企業認
定制度を通じて、国・都・区の制度
を周知している。

【子育て・若者支援課】
国・都から送付されたパンフレット、
リーフレット、広報誌等について窓
口配布等により周知・啓発を図っ
た。

【産業振興課】
企業のワーク・ライフ・バランスを推
進するために、「両立支援等助成
金」など、国・東京都の支援事業を
紹介していく。
また、台東区内の中小企業に対し
て、区独自にワーク・ライフ・バラン
ス推進支援の助成も行っている。
令和6年助成実績：0件

人権・多様性推進課
産業振興課

人権・多様性推進課
子育て支援課
産業振興課

人権・多様性推進課
子育て支援課
産業振興課

【人権・多様性推進課】
ワーク・ライフ・バランスの推進に取
り組む区内中小企業を「ワーク・ラ
イフ・バランス推進企業」として認定
し、融資のあっせんや、区の広報・パ
ンフレットによる認定企業の紹介を
行うなど、その取組を支援した。
令和７年度認定申請件数１４社、既
認定数18社
合計32社
【産業振興課】
ワークライフバランス資金実施
融資利用４件（暦年ベース）
　（６年度は３件）（暦年ベース）

34

２　職業生活に
おける女性の
活躍推進

（5）ワーク・
ライフ・バラ
ンスの実現

企業における両立支
援事業の紹介

企業への育児・介護休
業制度の普及促進

【人権・多様性推進課】
広報誌やパンフレットを通じて、育
児・介護休業制度の情報提供を
行った。
【子育て支援課】
国・都から送付されたパンフレット、
リーフレット、広報誌等について窓
口配布等により周知・啓発を図っ
た。
【産業振興課】
都等から送付されたパンフレット等
の窓口配布により周知・啓発を図っ
た。

【人権・多様性推進課】
ワーク・ライフ・バランス推進企業認
定制度を通じて、国・都・区の制度
を周知している。
【子育て支援課】
国・都から送付されたパンフレット、
リーフレット、広報誌等について窓
口配布等により周知・啓発を図っ
た。
【産業振興課】
企業のワーク・ライフ・バランスを推
進するために、「両立支援等助成
金」など、国・東京都の支援事業を
紹介していく。
また、台東区内の中小企業に対し
て、区独自にワーク・ライフ・バラン
ス推進支援の助成も行っている。
令和7年助成実績：3件

企業のワーク・ライフ・
バランスを推進する
ために、「両立支援等
助成金」など、国・東京
都の支援事業を紹介
していきます。

【人権・多様性推進課】
ワーク・ライフ・バランスの推進に取
り組む区内中小企業を「ワーク・ラ
イフ・バランス推進企業」として認定
し、融資のあっせんや、区の広報・パ
ンフレットによる認定企業の紹介を
行うなど、その取組を支援した。
令和6年度認定申請件数18社、既
認定数13社、合計31社

【産業振興課】
ワークライフバランス資金実施
融資利用3件（暦年ベース）
　（5年度は１件）（暦年ベース）

ワーク・ライフ・バラン
スの推進に取り組む
区内中小企業を「ワー
ク・ライフ・バランス推
進企業」として認定
し、融資のあっせん
や、区の広報・パンフ
レットによる認定企業
の紹介を行うなど、そ
の取組を支援します。

「認定ロゴマーク」の
活用による企業イメー
ジの向上や、融資あっ
せんなど、ワーク・ライ
フ・バランス推進認定
企業に対する支援を
実施します。
また、国や都が実施し
ている助成制度、融資
制度など、ワーク・ライ
フ・バランスを進める
ために活用できる制
度を紹介します。

継続

継続
ワーク・ライフ・バラン
ス推進企業認定

②　ワーク・ライ
フ・バランスの
実現に向けた
企業等への支
援
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継続

継続

36
(再掲)

4
(再掲)

継続

（再掲）

男女平等推進プラザ
において、カウンセ
ラーによる生きづら
さを抱えている方へ
の心のケアや、女性弁
護士による法律相談
を実施し、問題解決に
向けたアドバイスを行
います。

107
(再掲)

広報誌やパンフレット
等を通じて、育児・介
護休業制度の情報提
供を行います。

男性の育児への参画
に向けた取組

はばたき21相談室

企業への育児・介護休
業制度の普及促進

ハローベビー学級や
料理教室など、男性の
家事・育児力を高める
講座を実施します。ま
た、講座等の場を通じ
て、交流の促進と居場
所づくりを支援しま
す。

（再掲）

（再掲） （再掲）

（再掲）

人権・多様性推進課
子ども家庭支援センター

保健サービス課
生涯学習課

人権・多様性推進課
子育て支援課
産業振興課

人権・多様性推進課

（再掲）

（5）ワーク・
ライフ・バラ
ンスの実現

２　職業生活に
おける女性の
活躍推進

③　出産・育児・
介護に対する
職場の理解の
促進

企業向けセミナーや
広報誌、パンフレット
などを通じて、仕事と
子育ての両立のため
の取組や、育児・介護
休業制度に関する周
知・啓発を図ります。
また、職場における人
間関係やハラスメント
の被害に悩む人への
相談を実施し、問題解
決に向けたアドバイス
を行います。

（6）子育て
世代・介護
者への支援

①	多様な子育
て支援サービ
ス・保育サービ
スの充実

多様な保育ニーズに
応えるために、ショー
トステイ、病児保育、
いっとき保育など、安
心して子育てできる
環境を整備します。
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継続 37

継続 38

保育・子育て支援サー
ビス

令和6年度開設（認可保育所）
0園

令和7年度開設（認可保育所）
0園

【子ども家庭支援センター】
多様な保育ニーズに応えるため、
ショートステイなどの一時保育や病
児・病後児保育、保護者のリフレッ
シュ等にも利用できるいっとき保
育など、安心して子育てできる環境
を整備しました。
また、在宅での保育者による安全
な子供の見守りを必要とする区民
に対し、ベビーシッターを利用しや
すくすることで、子育て世帯が抱え
る育児ストレスや子育てに関する不
安、負担の軽減を図ることを目的と
して、ベビーシッター利用支援事業
（一時預かり利用支援）を継続して
実施しました。
また、ファミリー・サポート・センター
など、子供を地域で支える仕組み
や子育て世代の精神的な不安や負
担を軽減し、気軽に相談できる場の
充実を図りました。
・ショートステイ（一般・緊急・乳幼
児・要支援）
　利用泊数：660日、送迎利用：
443回
【子育て支援課】
・いっとき保育（実施施設2か所）
　登録者数：９２５人、利用回数：3,
９５２回
　利用時間：２０,００８．５時間
・ファミリー・サポート・センター
　会員数：3,491人、援助活動件
数：年4,324件
・ベビーシッター利用支援事業（一
時預かり利用支援）
　延べ利用件数：12,057件
　利用保護者数：７６5名
　利用児童数：940名
　延べ利用時間数：4８,７49時間
48分
【保育課】
・一時保育（区内5か所）
　利用人数：1,368人
　利用日数：6,522日

子ども家庭支援セン
ター
子育て支援課
保育課

多様な保育ニーズに
応えるため、ショート
ステイなどの一時保
育や病児・病後児保
育、保護者のリフレッ
シュ等にも利用できる
いっとき保育など、安
心して子育てできる
環境を整備します。
また、ファミリー・サ
ポート・センターなど、
子供を地域で支える
仕組みや子育て世代
の精神的な不安や負
担を軽減し、気軽に相
談できる場の充実を
図ります。

保育所待機児童ゼロ
を維持するとともに、
就学前人口の動向や
保護者の就労状況等
により変化する保育
ニーズに対応していく
ため、適切な保育提供
体制を整備します。

【子ども家庭支援センター】
多様な保育ニーズに応えるため、
ショートステイなどの一時保育や病
児・病後児保育、保護者のリフレッ
シュ等にも利用できるいっとき保
育など、安心して子育てできる環境
を整備しました。
また、在宅での保育者による安全
な子供の見守りを必要とする区民
に対し、ベビーシッターを利用しや
すくすることで、子育て世帯が抱え
る育児ストレスや子育てに関する不
安、負担の軽減を図ることを目的と
して、ベビーシッター利用支援事業
（一時預かり利用支援）を継続して
実施しました。
また、ファミリー・サポート・センター
など、子供を地域で支える仕組み
や子育て世代の精神的な不安や負
担を軽減し、気軽に相談できる場の
充実を図りました。
・ショートステイ（一般・緊急・乳幼
児・要支援）
　利用泊数：612日、送迎利用：
400回
・いっとき保育（実施施設2か所）
　登録者数：912人、利用回数：
3,870回
　利用時間：19,548時間
・ファミリー・サポート・センター
　会員数：3,526人、援助活動件
数：年4,196件
・ベビーシッター利用支援事業（一
時預かり利用支援）
　延べ利用者数：10,215件
　利用保護者数：630名
　利用児童数：767名
　延べ利用時間数：40,479時間
26分
【児童保育課】
・一時保育（区内5か所）
　利用人数：1,524人
　利用日数：6,629日
・病後児保育
　施設型：延292人
　居宅訪問型：延86日

２　職業生活にお
ける女性の活躍
推進

（6）子育て世
代・介護者へ
の支援

①	多様な子育て
支援サービス・保
育サービスの充
実

多様な保育ニーズに応
えるために、ショートス
テイ、病児保育、いっと
き保育など、安心して子
育てできる環境を整備
します。

保育課保育提供体制の整備
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障害児の保育・通学支
援

継続 39

２　職業生活に
おける女性の
活躍推進

（6）子育て
世代・介護
者への支援

①	多様な子育
て支援サービ
ス・保育サービ
スの充実

多様な保育ニーズに
応えるために、ショー
トステイ、病児保育、
いっとき保育など、安
心して子育てできる
環境を整備します。

継続 40

【障害福祉課】
移動支援　5,846回

【児童・青少年育成課】
高学年障害児保育を実施している
こどもクラブ
13こどもクラブ(千束・池之端・谷
中・松が谷・下谷・松葉・寿・寿第２・
竜泉・北上野・金竜・蔵前・根岸)

障害のある子供を養
育している家庭に対
して、こどもクラブに
おける高学年障害児
保育やガイドヘルパー
による通学支援など
を行います。

子育てに役立つサー
ビスやイベント等の情
報を、区のホームペー
ジや子育てハンドブッ
ク、子育てメールマガ
ジン等で提供します。
また、ハローベビー学
級や家庭教育学級な
どの学習の機会を通
じて、子育て世代の交
流促進やネットワーク
づくりを支援します。

障害福祉課
保育課

子育て支援課

子ども家庭支援センター

保健サービス課
生涯学習課

【子育て・若者支援課】
国・都から送付されたパンフレット、
リーフレット、広報誌等について窓
口配布等により周知・啓発を図っ
た。

【子ども家庭支援センター】
各センターの紹介やイベントカレン
ダー・各事業チラシをホームページ
内に掲載している。

【保健サービス課】
ハローベビー学級
47回/年、739組

【生涯学習課】
国や都などから送付されたパンフ
レット等の情報を1階アトリウムや
各窓口で配布を実施した。

【子育て支援課】
国・都から送付されたパンフレット、
リーフレット、広報誌等について窓
口配布等により周知・啓発を図っ
た。
【子ども家庭支援センター】
各センターの紹介やイベントカレン
ダー・各事業チラシをホームページ
内に掲載している。
【保健サービス課】
ハローベビー学級
年間４７回実施、参加７８４組

【障害福祉課】
移動支援　5,459回
＊令和6年度の途中から通学支援
は移動支援に統合

【児童保育課】
高学年障害児保育を実施している
こどもクラブ
13こどもクラブ(千束・池之端・谷
中・松が谷・下谷・松葉・寿・寿第２・
竜泉・北上野・金竜・蔵前・根岸)

子育て支援に関する
情報提供
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41
２　職業生活に
おける女性の
活躍推進

（6）子育て
世代・介護
者への支援

①	多様な子育
て支援サービ
ス・保育サービ
スの充実

多様な保育ニーズに
応えるために、ショー
トステイ、病児保育、
いっとき保育など、安
心して子育てできる
環境を整備します。

【くらしの相談課】
「一般区民相談」「法律相談」をはじ
めとする１０種類の専門相談を実施
し、対応している。

【保育課（保育園）】
各園の子育てひろば参加者は158
人。
育児相談等の件数は242件、電話
での育児相談は引き続き実施して
いる。

【子ども家庭支援センター】
令和7年度相談件数
[日本堤]　4,965件　内訳：保護
者：3,853件、児童：1,112件
[台東]　765件、[寿]　583件、
[谷中]　21件

【保健サービス課】
・1～3か月児の育児相談：24回/
年、参加者：244人
・1歳5か月児までの育児相談：72
回/年、参加者：1459人
・1歳6か月児からの育児相談：24
回/年、参加者：250人
・子育て心理相談：36回/年、参加
者：75人
・オンライン育児相談　3人

【松が谷福祉会館】
通所児：157人、相談児：426人

【教育支援館】
・来所相談：延2,301回
・電話相談：３７件
・オンライン相談：0件
・１人１台端末を活用した子供の相
談：受付1４件

子ども家庭支援セン
ターや保健所等にお
いて、子育てに関する
様々な相談を受け付
け、関係機関との連携
や調整等を行いなが
ら、問題の解決に努め
ます。

【くらしの相談課】
「一般区民相談」「法律相談」をはじ
めとする10種類の専門相談を実施
し、対応している。

【子ども家庭支援センター】
令和6年度相談件数
[日本堤]　5,381件　内訳：保護
者：4,607件、児童：774件
[台東]　1,690件、[寿]　　571
件、[谷中]　10件

【松が谷福祉会館】
通所児：161人、相談児：408人
通所児療育：16グループ、相談児
療育：9グループ

【保健サービス課】
・1～3か月児の育児相談：24回/
年、参加者：２７４人
・1歳5か月児までの育児相談：72
回/年、参加者：1,386人
・1歳6か月児からの育児相談：24
回/年、参加者：254人
・子育て心理相談：36回/年、参加
者：87人
・オンライン育児相談　１名

【児童保育課（保育園）】
各園の子育てひろば参加者は200
人。
育児相談等の件数は265件、電話
での育児相談は引き続き実施して
いる。
区内合同子育て広場の参加者は親
子合わせて129人（保護者62人、
子供67人）。

【教育支援館】
・来所相談：延2,404回
・電話相談：52件
・オンライン相談：0件
・１人１台端末を活用した子供の相
談：受付12件

子育て相談

くらしの相談課
子ども家庭支援
センター
障害福祉課
松が谷福祉会館
保健サービス課
保育課
教育支援館

継続
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児童虐待防止に関す
る取組

家庭教育支援者養成継続

２　職業生活に
おける女性の
活躍推進

① 多様な子育
て支援サービ
ス・保育サービ
スの充実

多様な保育ニーズに
応えるために、ショー
トステイ、病児保育、
いっとき保育など、安
心して子育てできる
環境を整備します。

③子育て世代
の居場所づく
り、ネットワー
クづくりの支援

体験型の講座や、子供
といっしょに参加でき
る講座の場を通じて、
子育て世代の交流促
進を図るとともに、
ファミリー・サポート・
センターなど、地域で
支える仕組みづくりを
促進します。

（6）子育て
世代・介護
者への支援

②子育てに関
する支援者の
育成

家庭教育支援者を育
成するための養成講
座を実施することに
より、子育てに関する
情報の共有、身近で
困っている保護者へ
の声かけ、行政機関の
支援に繋ぐなど、地域
における共助を促進
します。

継続 11
（再掲）

ジェンダーの平等を
進める家庭教育の推
進

42

継続 60
(再掲)

「共助」の立場で、子育
て中の保護者に対す
る子育て支援関連の
情報提供、身近で困っ
ている保護者への声
かけ、必要に応じた行
政機関等への橋渡し
などの役割を担う「家
庭教育支援者」を育成
するため、養成講座を
実施します。

家庭教育支援者養成講座
「外国にルーツのある子供たちと親
の未来をひらく学びの支援者－と
もに歩み、地域とつながるー」　４回
延44人
男女ともに対象とし、家庭教育を支
援している団体もしくは支援をして
いきたい個人に対して、手助けとな
る知識やスキルを提供している。講
義の中では、性別による家事・育児
が偏らないようにすることや、ワン
オペ育児にならないためにパート
ナーとコミュニケーションをとりな
がら共に育児をすることの重要性
についても内容に入れている。

（再掲）

児童虐待防止と早期
発見のため、関係機関
と情報を共有し、それ
ぞれの役割分担を確
認しながら、問題への
早期対応、解決を図る
ため「要保護児童支援
ネットワーク」を充実
します。また、地域住
民に虐待防止に対す
る知識と理解を促進
するための啓発活動
を積極的に行います。

生涯学習課

家庭教育支援者養成講座
①「家庭を支えるー外国にルーツの
ある子供と家族ー」　3回　延44人
②「思春期の子どもと親のデジタル
スキンシップ」　3回　延34人
③「育休中の親子サポートーアタッ
チメントペアレンティングー」　2回
延56人
男女ともに対象とし、家庭教育を支
援している団体もしくは支援をして
いきたい個人に対して、手助けとな
る知識やスキルを提供している。講
義の中では、性別による家事・育児
が偏らないようにすることや、ワン
オペ育児にならないためにパート
ナーとコミュニケーションをとりな
がら共に育児をすることの重要性
についても内容に入れている。

（再掲）

（再掲）

（再掲）

家庭において、性別に
かかわりなく、一人ひ
とりの個性や能力を
尊重した教育が行わ
れるよう、保護者に対
して講座・研修を行い
ます。
また、講座等の場を通
じて保護者同士の
ネットワークづくりを
支援します。

（再掲）

継続 4
(再掲)

人権・多様性推進課
子ども家庭支援
センター
保健サービス課
教育支援館
生涯学習課

男性の育児への参画
に向けた取組

ハローベビー学級や
料理教室など、男性の
家事・育児力を高める
講座を実施します。ま
た、講座等の場を通じ
て、交流の促進と居場
所づくりを支援しま
す。

（再掲）

人権・多様性推進課
子ども家庭支援センター

保健サービス課
生涯学習課

子ども家庭支援センター

指導課
ネットワーク関係各課
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性別にかかわらず、個
人として尊重され、多
様な生き方が選択で
きる男女平等社会の
実現に向けて、今日的
な課題をテーマとした
講座を実施します。ま
た、子育て世代の方が
安心して講座に参加
できるよう、託児サー
ビスを実施します。

２　職業生活に
おける女性の
活躍推進

（6）子育て
世代・介護
者への支援

③子育て世代
の居場所づく
り、ネットワー
クづくりの支援

体験型の講座や、子供
といっしょに参加でき
る講座の場を通じて、
子育て世代の交流促
進を図るとともに、
ファミリー・サポート・
センターなど、地域で
支える仕組みづくりを
促進します。

（１）乳児期の保護者の交流支援
　84回/年、延べ参加者：544組
（２）関係機関とのネットワーク構築
①ネットワーク会議　1回実施
②個別会議　2回実施
（３）おやこるーむの運営
　延べ利用者数　1,298人
（４）家庭訪問型子育て支援
　年19世帯

保健サービス課

子育てに役立つサー
ビスやイベント等の情
報を、区のホームペー
ジや子育てハンドブッ
ク、子育てメールマガ
ジン等で提供します。
また、ハローベビー学
級や家庭教育学級な
どの学習の機会を通
じて、子育て世代の交
流促進やネットワーク
づくりを支援します。

人権・多様性推進課

区、医療機関、地域等
の関係機関が連携し、
すべての妊産婦や子
育て家庭に対して、妊
娠期から子育て期に
わたる切れ目のない
支援を行うことによ
り、妊娠・出産や子育
ての不安や孤立感を
解消します。

（再掲） （再掲）

継続 40
(再掲)

子育て支援に関する
情報提供

男女平等参画推進講
座

継続 43
おやこサポート・ネット
ワーク

継続 109
(再掲)

継続
37

(再掲)

保育・子育て支援サービ
ス

多様な保育ニーズに応
えるため、ショートステ
イなどの一時保育や病
児・病後児保育、保護者
のリフレッシュ等にも利
用できるいっとき保育
など、安心して子育てで
きる環境を整備します。
また、ファミリー・サポー
ト・センターなど、子供を
地域で支える仕組みや
子育て世代の精神的な
不安や負担を軽減し、気
軽に相談できる場の充
実を図ります。

（再掲） （再掲）
子ども家庭支援
センター
保育課

（再掲）

子ども家庭支援センター

子育て・若者支援課
保健サービス課
生涯学習課

（再掲）

（１）乳児期の保護者の交流支援
　8３回/年、延べ参加者：　５５９組
（２）関係機関とのネットワーク構築
①ネットワーク会議　1回実施
②個別会議　2回実施
（３）おやこるーむの運営
　延べ利用者数　１，３８７人
（４）家庭訪問型子育て支援
　年　２３世帯
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・児童扶養手当 受給者数
　702人
・児童育成手当 受給者数
　1,186人
・ひとり親家庭等医療費助成 助成
件数
　14,657件
・母子及び父子福祉資金貸付 新規
貸付件数
　13件

子育て支援課

・児童扶養手当 受給者数
　634人
・児童育成手当 受給者数
　1,109人
・ひとり親家庭等医療費助成 助成
件数
　14,330件
・母子及び父子福祉資金貸付 新規
貸付件数
　10件

児童扶養手当のほか、
児童育成手当や医療
費助成、福祉資金貸付
等により、ひとり親家
庭への経済的な負担
の軽減を図ります。

・高等学校卒業程度認定取得支援
支給件数
　0件
・奨学給付金支給件数
　115件

保健サービス課

区、医療機関、地域等
の関係機関が連携し、
すべての妊産婦や子
育て家庭に対して、妊
娠期から子育て期に
わたる切れ目のない
支援を行うことによ
り、妊娠・出産や子育
ての不安や孤立感を
解消します。

（再掲） （再掲）

・高等学校卒業程度認定取得支援
支給件数
　0件
・奨学給付金支給件数
　125件

継続

継続 43
(再掲)

継続

44新規

45

46

④ひとり親家
庭等への支援

高等学校進学等の支
援など、ひとり親家庭
への経済的負担の軽
減を図るとともに、
ホームヘルパーの派
遣など、生活上の援助
を行います。
また、離婚家庭による
ひとり親家庭の経済
的な負担を軽減し、安
定した生活を支援す
るため、養育費の受け
取りに関する各種支
援を行います 高等学校進学等支援

おやこサポート・ネット
ワーク

ひとり親家庭の経済
的負担の軽減

ひとり親家庭ホームヘ
ルプサービス

２　職業生活に
おける女性の
活躍推進

（6）子育て
世代・介護
者への支援

児童扶養手当受給者
又はその児童に対し
て、高等学校卒業程度
認定試験の対策講座
の受講費用の一部を
支給します。また、経
済的事由により児童
を高等学校などに進
学させることが困難
な保護者に対し、高等
学校などにおける教
育に係る経費の一部
に充てるための奨学
金を支給します。

日常生活を営むのに
著しく支障があるひと
り親家庭に対して、一
定の期間ホームヘル
パーを派遣し、必要な
援助を行います。

利用世帯　４世帯
派遣時間　2３４時間

利用世帯　5世帯
派遣時間　200時間

子育て支援課

子育て支援課
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２　職業生活に
おける女性の
活躍推進

（6）子育て
世代・介護
者への支援

④ひとり親家
庭等への支援

高等学校進学等の支
援など、ひとり親家庭
への経済的負担の軽
減を図るとともに、
ホームヘルパーの派
遣など、生活上の援助
を行います。

47

子育て支援課

子育て支援課

生活上の問題を抱え
る母子に対して、居室
の提供及び母子指導
員による生活援助を
行います。また、抱え
ている諸問題の解決
を図り、自立に向けた
支援を行います。

ー

定員世帯数　10世帯中
入所世帯　　　8世帯

離婚によるひとり親
家庭の経済的な負担
を軽減し、安定した生
活を支援するため、養
育費に関する意識啓
発、相談支援、公正証
書作成等手数料補助、
ADR（Alternative
Dispute
Resolution:裁判外
紛争解決手続）利用補
助を行います。

新規

継続

48

母子生活支援施設の
運営

養育費受け取り支援 養育費受け取り助成件数 １０件

定員世帯数　10世帯中
入所世帯　　　7世帯
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介護サービスの充実
と質の向上

【高齢福祉課】
・ショートステイ　年間利用者延数
9,144人
・在宅サービスセンター（一般デイ）
年間利用者延数　21,908人
・在宅サービスセンター（認知デイ）
年間利用者延数　11,884人
・在宅サービスセンター（総合事業）
年間利用者延数　1,579人
・介護慰労　給付人数　230人
【介護保険課】
介護サービス事業者研修受講者数
(1)管理者研修：2回、６６人
(2)専門力向上研修：5回、延べ１４
１人
(3)介護職員向け研修：８回、延べ
80人
【障害福祉課】
(1)福祉型短期入所サービスの実
施（法人自主事業）
・浅草ほうらい（10床）
・たいとう寮（2床）
・ファーストシーン夢くらぶ浅草橋
（３床）
・ファーストシーン夢くらぶ浅草橋
プレミア（３床）
・区立特別養護老人ホーム竜泉（指
定管理・空床利用型）
(2)医療型短期入所サービスの実
施（指定管理）
・区立台東病院（空床利用型）
 【保健予防課】
精神障害者ショートステイ事業
　延べ利用日数：108日
　利用実人数： 6人

【高齢福祉課】
・介護慰労
　給付人数　231人
○ショートステイ　年間利用者延数
8,330人
○在宅サービスセンター（一般デイ）
年間利用者延数　29,979人
○在宅サービスセンター（認知デイ）
年間利用者延数　9,948人
○在宅サービスセンター（総合事
業）　年間利用者延数　1,993人

【介護保険課】
介護サービス事業者研修受講者数
(1)管理者研修：2回、74人
(2)専門力向上研修：5回、延べ
231人
(3)介護職員実践研修：4回、延べ
116名人

【障害福祉課】
・福祉型短期入所サービスの実施
（法人自主事業）
・浅草ほうらい（10床）
・たいとう寮（2床）
・ファーストシーン夢くらぶ浅草橋
（３床）
・ファーストシーン夢くらぶ浅草橋
プレミア（３床）
・区立特別養護老人ホーム竜泉（指
定管理・空床利用型）
・医療型短期入所サービスの実施
（指定管理）
・区立台東病院（空床利用型）

【保健予防課】
精神障害者ショートステイ事業
　延べ利用日数：115日
　利用実人数：10人

49

（再掲） 子ども家庭支援 センター 

高齢者や障害者が安
心して日常生活を送
るとともに、家族の介
護負担を軽減するた
め、介護サービスの充
実と質の向上に取り
組みます。

２　職業生活に
おける女性の
活躍推進

（6）子育て
世代・介護
者への支援

⑤介護者への
支援

介護サービスや、介護
者への支援の充実に
取り組むことで、介護
者の負担軽減を図り
ます。

新規 94
（再掲）

ヤングケアラー支援

ヤングケアラーに関す
る周知啓発のため、区
職員等を対象とした
研修を実施し、児童向
けに啓発リーフレット
及び相談先周知カー
ドの配布を行います。
また、ヤングケアラー
からの相談に相合す
るとともに、関係課、
学校、福祉サービス提
供事業者等と連携し、
適切な支援に繋げま
す。

（再掲）

高齢福祉課
介護保険課
障害福祉課
保健予防課

継続
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（6）子育て
世代・介護
者への支援

⑥男性の家事・
育児への参画
支援

男性の家事・育児・介
護への参画を促進す
る講座等の場を通じ、
保護者や介護者の交
流促進と居場所づく
りを支援します。

継続 5
(再掲)

男性の介護への参画
に向けた取組

介護教室や男性の介
護への参画を進める
ための講座等を実施
します。
また、講座等の場を通
じて、交流の促進と居
場所づくりを支援しま
す。

（再掲） （再掲）
人権・多様性推進課
生涯学習課

継続 4
(再掲）

男性の家事・育児への
参画に向けた取り組
み

ハローベビー学級や
料理教室など、男性の
家事・育児力を高める
講座を実施します。ま
た、講座等の場を通じ
て、交流の促進と居場
所づくりを支援しま
す。

（再掲） （再掲）

人権・多様性推進課
子ども家庭支援セン
ター
保健サービス課
生涯学習課

２　職業生活に
おける女性の
活躍推進
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51
女性相談における庁
内連携

女性相談、区民相談、
高齢者総合相談、障害
者に関する相談、健康
に関する相談、子供に
関する相談など各課
で実施している相談
事業と連携を図り、
DV被害者が相談しや
すい環境の整備及び
被害者の早期発見、
DV被害の防止に努め
ます。

たいとうパープルほっとダイヤル
（非常勤職員による配偶者暴力に
関する相談支援）
相談延件数1,007件

配偶者暴力相談支援
センターの運営

【人権・多様性推進課】
・ＤＶ被害者支援庁内連携会議：年1
回開催
・配偶者暴力対策連携会議（警察、
ＤＶ担当課）：年1回開催
【くらしの相談課】
「一般区民相談」「法律相談」をはじ
めとする１０種類の専門相談のなか
で対応し、相談内容によって各担当
課につなげている。
【保育課】
DV被害を把握した方に対し、利用
できるサービスにつなげ、関係機関
と連携して支援を行った。
【子ども家庭支援センター】
令和7年度相談件数　4,656件
【高齢福祉課】
高齢者に関する相談のうちＤＶと思
われるケース　5件
【保護課】
困難な問題を抱える女性及び配偶
者等から暴力を受けている女性に
対して、必要な相談、生活支援、緊
急一時保護機関への移送等実施
相談件数：６０３件
女性相談センター入所状況：６件
【障害福祉課、保健予防課、保健
サービス課】
・DV被害を把握した方に対し、利用
できるサービスにつなげ、関係機関
と連携して支援を行った。

配偶者暴力相談支援
センターにおいて、
DVの被害者への支援
や相談体制の充実を
図り、相談を受けてか
ら被害者が自立する
までを総合的に支援
します。また、児童虐
待とDVが重複して発
生していることを踏ま
え、子供の安全確保を
最優先するため、関係
機関との連携を図り
ます。

50

【人権・多様性推進課】
・ＤＶ被害者支援庁内連携会議：年1
回開催
・配偶者暴力対策連携会議（警察、
ＤＶ担当課）：年1回開催
【くらしの相談課】
「一般区民相談」「法律相談」をはじ
めとする10種類の専門相談のなか
で対応し、相談内容によって各担当
課につなげている。
【子育て・若者支援課】
ＤＶ被害も含めた、注意が必要な家
庭があった場合には、随時子ども
家庭支援センターや保健サービス
課等の関係機関に連絡を行った。
【子ども家庭支援センター】
令和6年度相談件数　5,365件
【高齢福祉課】
高齢者に関する相談のうちＤＶと思
われるケース　5件
【保護課】
困難な問題を抱える女性及び配偶
者等から暴力を受けている女性に
対して、必要な相談、生活支援、緊
急一時保護機関への移送等実施
相談件数：581件
女性相談センター入所状況：8件
【障害福祉課・保健予防課・保健
サービス課・児童保育課】
DV被害を把握した方に対し、利用
できるサービスにつなげ、関係機関
と連携して支援を行った。

３　誰もが安心
して暮らせる環
境の整備

（7）配偶者
等からの暴
力の防止及
び被害者保
護

①	DV相談業務
の充実と関係
機関との連携

配偶者暴力相談支援
センターを中心として
総合的な支援を行う
とともに、児童虐待と
の関連性を含めた被
害者の早期発見のた
め、関係機関との情報
共有を図ります。

継続

継続

所　管　課基 本 目 標 施　　　策 取組の方向性 内 容 区分 計画事業 ７年度末実施状況事業内容 【参考】６年度末未実施状況

たいとうパープルほっとダイヤル
（非常勤職員による配偶者暴力に
関する相談支援）相談延件数
1,070件

人権・多様性推進課

人権・多様性推進課
くらしの相談課
子育て支援課
子ども家庭支援
センター
高齢福祉課
障害福祉課
保護課
保健予防課
保健サービス課
保育課
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55継続

52 相談員の能力向上

【人権・多様性推進課】
配偶者暴力相談支援センターで相
談を受け、一時保護等の緊急対応
を要する被害者に対し、関係機関と
連携して対応。また住民票閲覧制
限にかかる支援措置申請手続きを
支援。（場所は秘匿）
【国民健康保険課】
オンライン資格情報の閲覧制限（国
民健康保険加入者は住民基本台帳
法における支援措置の入力処理が
行われることで情報連携により閲
覧制限のフラグが自動設定される

被害者支援に関する
マニュアルの活用

継続

新規

３　誰もが安心
して暮らせる環

境の整備

①	DV相談業務
の充実と関係
機関との連携

配偶者暴力相談支援
センターを中心として
総合的な支援を行う
とともに、児童虐待と
の関連性を含めた被
害者の早期発見のた
め、関係機関との情報
共有を図ります。

（7）配偶者
等からの暴
力の防止及
び被害者保

護

②　DV被害者
の安全の確保
と自立支援

緊急の保護を要する
被害者に対し、一時保
護を実施するととも
に、就業、住居等を含
めた日常生活の再建、
心理的な被害から回

復するためのサポート
を実施します。

54

継続 53

緊急の保護を要する
被害者に対し、緊急一
時保護を実施します。
被害者を安全に保護
し、関係機関と連携を
図り、緊急時に対応で
きるよう支援に努め
ます。
また、住民票の写し等
の閲覧・交付を制限す
ることで、被害者の安
全の確保に努めます。

被害者に対する安全
の確保

【人権・多様性推進課】
配偶者暴力相談支援センターで相
談を受け、一時保護等の緊急対応
を要する被害者に対し、関係機関と
連携して対応。また住民票閲覧制
限にかかる支援措置申請手続きを
支援。（場所は秘匿）

【国民健康保険課】
ＤＶ被害者支援庁内連携会議：年1
回開催

人権・多様性推進課
関係各課

【人権・多様性推進課】
①こころと生きかたなんでも相談
（カウンセラーによる専門カウンセ
リング）：相談延件数1,761件
②女性弁護士による法律相談：相
談延件数130件
③たいとうパープルほっとダイヤル
（非常勤職員による配偶者暴力に
関する相談）：相談延件数1,007件

【人権・多様性推進課】
①こころと生きかたなんでも相談
（カウンセラーによる専門カウンセ
リング）：相談延件数1,445件
②女性弁護士による法律相談：相
談延件数125件
③たいとうパープルほっとダイヤル
（非常勤職員による配偶者暴力に
関する相談）：相談延件数1,070件

相談から関係各所へ繋ぎつつ、同
行支援やアウトリーチ等も行い、継
続して被害者の相談にも対応する
など、被害者に寄り添う支援を行っ
ている。

被害者の自立のため
の支援

日常生活、就業、住居
等について各種制度
を活用し、関係機関と
連携を図りながら、被
害者の自立を支援し
ます。また、こころと
からだのケアに関す
る情報などを提供し、
被害者の心理的な安
定、回復を支援しま
す。

人権・多様性推進課
関係各課

多様化、複雑化する相
談内容に適切に対応
するため、相談にあた
る職員の知識と能力
の向上を図ります。

東京ウイメンズプラザ「相談員のた
めのスーパーバイズ研修」に月1回
参加

東京ウイメンズプラザ「相談員のた
めのスーパーバイズ研修」に月1回
参加

人権・多様性推進課

【人権・多様性推進課】
・平成28年4月に作成したＤＶ被害
者対応職員ハンドブックの周知・徹
底。
・男性ＤＶ被害者からの相談マニュ
アルを男女平等推進プラザ内で周
知・徹底。

人権・多様性推進課
関係各課

【人権・多様性推進課】
・平成28年4月に作成したＤＶ被害
者対応職員ハンドブックの周知・徹
底。
・男性ＤＶ被害者からの相談マニュ
アルを男女平等推進プラザ内で周
知・徹底。

職員向けマニュアルを
活用し、被害者支援に
関する情報の共有や、
適切な支援を行いま
す。
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継続 59

被害者支援を総合的
に推進するため、連携
会議の開催や情報交
換を行うなど、庁内関
係各課及び警察等の
関係機関との緊密な
連携を図ります。

【人事課】
人権問題研修Ⅰ(採用3年目）：5７
名
人権問題研修Ⅱ（採用15・25年
目）：２９名
【人権・多様性推進課】
ＤＶ被害者支援庁内連携会議にお
いて、東京ウィメンズプラザから専
門員を招聘して出前講座を実施。
その他、特別区共同研修の受講

DV被害者や支援者を
対象とした講座を実
施し、配偶者等からの
暴力防止に向けた意
識啓発を行います。

配偶者等からの暴力
（デートDVを含む）に
関する講座の実施

継続

職員に対するDV被害
者の支援に関する研
修

被害者支援のための
庁内連携及び関係機
関との連携の強化

56

57

58

配偶者等からの暴力
（デートDVを含む）に
関する情報の収集と
提供

３　誰もが安心
して暮らせる環

境の整備

継続

継続

緊急の保護を要する
被害者に対し、一時保
護を実施するととも
に、就業、住居等を含
めた日常生活の再建、
心理的な被害から回
復するためのサポート
を実施します。

（7）配偶者
等からの暴
力の防止及
び被害者保
護

③配偶者等か
らの暴力を防
止するための
取組

相談案内カード、パン
フレット、パネル展な
ど、あらゆる機会を捉
えて配偶者等からの
暴力防止に向けた周
知・啓発を図ります。
また、被害者の孤立を
防止し、早期に相談機
関に繋げるため、支援
者を対象とした研修、
講座を実施します。

②DV被害者の
安全の確保と
自立支援

人権・多様性推進課

DV防止講座「それって愛情?DV?
～あなたに知っておいてほしいこ
と～」（対面・オンライン）
参加者：11人

人事課
人権・多様性推進課

人権・多様性推進課
庁内連携会議関係各課

【人事課】
人権問題研修Ⅰ(採用3年目）：51
名
人権問題研修Ⅱ（採用15・25年
目）：50名
その他、特別区共同研修の受講

【人権・多様性推進課】
ＤＶ被害者支援庁内連携会議にお
いて、東京ウィメンズプラザから専
門員を招聘して出前講座を実施。

ＤＶ被害者支援庁内連携会議
年１回開催
配偶者暴力担当者連携会議
（警察、ＤＶ担当課）
年１回開催
〔人権・多様性推進課〕

・「女性に対する暴力をなくす運動」
期間に合わせパネル展の実施、広
報たいとうに啓発記事を掲載し、子
どもへの虐待防止のオレンジリボン
と提携し、パ－プル・オレンジリボン
バッチを職員等に配付し啓発活動
を推進。
・引き続き庁舎内のトイレ等、区有
施設にDV相談カード・リーフレット
を配置。
・JR鶯谷駅の女性用トイレにDV相
談カードを設置
・めぐりんの車内広告の掲示
・デートＤＶ被害防止を周知する冊
子を作成し、区内中学3年生に配布
・二十歳の集いで新成人へDV等相
談窓口の案内リーフレットを配布
・デートＤＶ防止の啓発動画を台東
区公式チャンネルで継続配信
(YouTube）

・「女性に対する暴力をなくす運動」
期間に合わせパネル展の実施、広
報たいとうに啓発記事を掲載し、子
どもへの虐待防止のオレンジリボン
と提携し、パ－プル・オレンジリボン
バッチを職員等に配付し啓発活動
を推進。
・引き続き庁舎内のトイレ等、区有
施設にDV相談カード・リーフレット
を配置。
・めぐりんの車内広告の掲示
・デートＤＶ被害防止を周知する冊
子を作成し、区内中学3年生に配布
・二十歳の集いで新成人へデートＤ
Ｖ被害防止を周知する冊子を配布
・デートＤＶ防止の啓発動画を台東
区公式チャンネルで継続配信
(YouTube）

人権・多様性推進課

DV防止講座「パートナー間コミュニ
ケーション不全を考える～発達特
性やモラハラを事例に～」を実施
（来場及びオンライン）
参加者：8人

・ＤＶ被害者支援庁内連携会議
年１回開催
・配偶者暴力担当者連携会議
（警察、ＤＶ担当課）
年１回開催
〔人権・多様性推進課〕

配偶者暴力の特性や
被害者の立場を理解
し、適切に対応するた
め、職員への研修の充
実を図ります。

配偶者等からの暴力
防止のため、啓発冊子
やDV相談案内カード
の作成・配布等によ
り、情報提供や相談窓
口の周知を行います。
また、広報やパネル
展、関連図書の展示な
どによる情報提供や
啓発を行います。
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60

ハラスメントに関する
研修・講座

情報誌などを通じ、各
種ハラスメント防止の
ための意識啓発を行
います。
また、関係する図書や
リーフレットなどを収
集し、提供すること
で、理解の普及に努め
ます。

プラザ休館中のため、実施せず

ハラスメント防止のた
めの意識啓発と情報
提供

62

61

継続

各種ハラスメントに対
する正しい認識と対
応を学ぶための研修
や講座を実施します。
区内企業に対しては、
ハローワーク等と連携
を図り、効果的に研修
を実施します。
また、職員や教職員に
対しても、ハラスメン
トの防止を図る研修
等を実施します。

【人事課】
ハラスメント防止研修（係長1年
目）：3３名
新任・転入職員研修(採用1年目)：
９２名
【人権・多様性推進課】
公正採用選考人権啓発推進員研修
（主催：ハローワーク上野、共催：台
東区）
期日：令和7年11月26日  会場：台
東一丁目区民館多目的ホール
その他、特別区共同研修の受講
【指導課】
あらゆる人権課題を無くすための
研修を計画的に実施。

継続

３　誰もが安心
して暮らせる環
境の整備

継続

継続
①ハラスメント
防止のための
取組

（8）あらゆ
る暴力の防
止への取組

（7）配偶者
等からの暴
力の防止及
び被害者保
護

③配偶者等か
らの暴力を防
止するための
取組

相談案内カード、パン
フレット、パネル展な
ど、あらゆる機会を捉
えて配偶者等からの
暴力防止に向けた周
知・啓発を図ります。
また、被害者の孤立を
防止し、早期に相談機
関に繋げるため、支援
者を対象とした研修、
講座を実施します。

研修、講座、パンフ
レット、パネル展など
を通じて、ハラスメン
トの防止を呼び掛け
るとともに、ハラスメ
ントの被害に悩む人
への相談を実施し、問
題解決に向けたアド
バイスを行います。

（再掲） 人権・多様性推進課

人権・多様性推進課

児童虐待防止に関す
る取組

【子ども家庭支援センター】
要保護児童への対応延べ件数
令和6年度78,314件

【指導課】
児童虐待等、要保護児童ケースの
対応について、連携調整を図るた
め実務者会議をはじめとして、ケー
スに応じて適宜実施。

子ども家庭支援センター

指導課
ネットワーク関係各課

児童虐待防止と早期
発見のため、関係機関
と情報を共有し、それ
ぞれの役割分担を確
認しながら、問題への
早期対応、解決を図る
ため「要保護児童支援
ネットワーク」を充実
します。また、地域住
民に虐待防止に対す
る知識と理解を促進
するための啓発活動
を積極的に行います。

【子ども家庭支援センター】
要保護児童への対応延べ件数
令和7年度81,511件

【指導課】
児童虐待等、要保護児童ケースの
対応について、連携調整を図るた
め実務者会議をはじめとして、ケー
スに応じて適宜実施。

人事課
人権・多様性推進課
指導課

男女平等推進プラザ
において、カウンセ
ラーによる生きづら
さを抱えている方へ
の心のケアや、女性弁
護士による法律相談
を実施し、問題解決に
向けたアドバイスを行
います。

（再掲）

男女平等参画社会の実現に係る図
書購入冊数：70冊
その他、リーフレット等により情報
コーナーで情報提供を行った。

107
(再掲)

はばたき21相談室

【人事課】
ハラスメント防止研修（係長1年
目）：32名
新任・転入職員研修(採用1年目)：
79名
その他、特別区共同研修の受講

【人権・多様性推進課】
公正採用選考人権啓発推進員研修
（主催：ハローワーク上野、共催：台
東区）
期日：令和6年11月26日、会場：台
東一丁目区民館多目的ホール

【指導課】
あらゆる人権課題を無くすための
研修を計画的に実施。
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３　誰もが安心
して暮らせる環
境の整備

人権・多様性推進課
指導課

人権・多様性推進課

（8）あらゆ
る暴力の防
止への取組

（再掲） （再掲）

男女平等推進プラザ
において、カウンセ
ラーによる生きづら
さを抱えている方へ
の心のケアや、女性弁
護士による法律相談
を実施し、問題解決に
向けたアドバイスを行
います。

ストーカー行為や性暴
力等の防止に関する
研修・講座

64

ストーカー行為や性暴
力等を防止するため
の意識啓発と情報提
供

63

107
(再掲)

はばたき21相談室

継続

継続

継続

②ストーカー行
為・性暴力等の
防止に関する
意識啓発と相
談業務の充実

パネル展、ポスター、
リーフレット、SNSな
ど、あらゆる広報媒体
を活用して、JKビジネ
スをはじめとする若
年層に対する暴力の
防止を呼び掛けると
ともに、被害にあわな
いようにスマートフォ
ンやSNS等の適切な
使用方法の周知・啓発
を図ります。

③若年層の性
的搾取の防止
に関する啓発

ストーカー行為や性暴
力、人身取引などは、
重大な人権侵害であ
ることを呼び掛ける
とともに、弁護士相談
などを活用すること
で、問題解決に向けた
アドバイスを行いま
す。

（再掲） （再掲）

講座等を通じて、様々
なメディアから伝えら
れる情報を読み解く
能力と、適切に選択し
発信する能力の向上
を図るとともに、女性
に対する人権侵害の
防止に向けた取組を
行います。

継続

プラザ休館中のため、実施せず

メディア・リテラシー
の普及

ストーカー行為や性暴
力などに関する図書
やリーフレットなど、
情報を収集し提供す
ることで、理解の促進
と意識啓発に努めま
す。

人事課
人権・多様性推進課
指導課

男女平等参画社会の実現に係る図
書購入冊数 70冊
その他、リーフレット等により情報
コーナーで情報提供を行った。 人権・多様性推進課

ストーカー行為や性暴
力、人身取引などは、
人権を侵害する深刻
な行為であるという
理解の普及とそれら
の行為の防止を図る
ため、研修や講座を実
施します。
また、職員や教職員に
対しても、周知徹底を
図るための研修等を
実施します。

【人事課】
人権問題研修Ⅰ(採用3年目）：5７
名
人権問題研修Ⅱ（採用15・25年
目）：２９名
【人権・多様性推進課】
・職層研修の一環として、採用後3
年目・15年目・25年目の職員を対
象に人権研修の中で啓発を実施。
・区立保育園、幼稚園、小学校、中学
校の保護者を対象とした人権尊重
教育研修会において啓発を実施。
その他、特別区共同研修の受講
【指導課】
人権教育研修において、人権課題
について取り上げている。

【人事課】
人権問題研修Ⅰ(採用3年目）：51
名
人権問題研修Ⅱ（採用15・25年
目）：50名
その他、特別区共同研修の受講

【人権・多様性推進課】
・職層研修の一環として、採用後3
年目・15年目・25年目の職員を対
象に人権研修の中で啓発を実施。
・区立保育園、幼稚園、小学校、中学
校の保護者を対象とした人権尊重
教育研修会において啓発を実施。

【指導課】
人権教育研修において、人権課題
について取り上げている。

3
(再掲)

36
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継続

継続

継続

パネル展、ポスター、
リーフレット、SNSな
ど、あらゆる広報媒体
を活用して、JKビジネ
スをはじめとする若
年層に対する暴力の
防止を呼び掛けると
ともに、被害にあわな
いようにスマートフォ
ンやSNS等の適切な
使用方法の周知・啓発
を図ります。

③若年層の性
的搾取の防止
に関する啓発

３　誰もが安心
して暮らせる環
境の整備

（9）生涯を
通じた男女
の健康支援

①女性の人生
の各ステージ
に対応した健
康支援の充実

女性医師による健康
相談、乳がん・子宮頸
がんに関する講座な
どを通じて、生涯のラ
イフステージごとに直
面する健康課題に対
応するとともに、心身
両面の健康づくりを
支援します。
また、感染症予防に関
する講演会や、様々な
媒体による情報提供
を実施します。

（8）あらゆ
る暴力の防
止への取組

継続

人権・多様性推進課

人権・多様性推進課
指導課

・全区立小中学校において、セーフ
ティ教室を実施している。〔指導課〕

児童・生徒及びその保
護者を対象に「台東区
立学校の携帯電話・ス
マートフォンのルー
ル」についての啓発資
料を配布し、スマート
フォンやＳＮＳ等の適
切な使用について周
知を図ります。また、
セーフティ教室におい
て、児童・生徒の非行
や犯罪被害を防止す
るための取組を実施
します。

・全区立小中学校において、セーフ
ティ教室を実施している。〔指導課〕

女性は年齢により特
有の身体的特徴を有
することで、生涯のラ
イフステージごとに
様々な健康課題に直
面することから、女性
医師による健康相談
や、乳がん・子宮頸が
んなどに関する健康
講座を実施すること
で心身両面の健康づ
くりを支援します。
またHPVワクチン接
種の勧奨等等も実施
します。

（再掲）（再掲）

（再掲）

保健予防課
保健サービス課

・女性のための健康相談：7回、17
人
・未就学児を持つ女性への受診勧
奨：123回
・女性の健康、ブレストアウェアネス
の啓発媒体配布：123回
・女性の健康講座：37回実施
・公式ホームページ、X、LINE、ス
マートニュース等での啓発女性のトータルヘルス

サポート

107
(再掲)

65

スマートフォンルール
の周知及び犯罪被害
等の防止に向けた取
組

はばたき21相談室

指導課

男女平等推進プラザ
において、カウンセ
ラーによる生きづら
さを抱えている方へ
の心のケアや、女性弁
護士による法律相談
を実施し、問題解決に
向けたアドバイスを行
います。

（再掲）

66

【保健予防課】
HPVワクチン接種について
中学1年女子を対象に予診票の送
付：2,314件
未接種の高校1年女子に接種勧奨
ハガキの送付：365件
中1から高校1年男子の予防接種費
用助成：285件
【保健サービス課】
・女性のための健康相談：８回、１２
人
・未就学児を持つ女性への受診勧
奨：123回
・女性の健康、ブレストアウェアネス
の啓発媒体配布：123回
・女性の健康講座：38回実施
・公式ホームページ、X、LINE、ス
マートニュース等での啓発

７７
（再掲）

若年層に向けた性的
搾取の防止に関する
啓発

JKビジネスやAV出演
強制問題、レイプド
ラッグなど、若年層に
対する性的搾取の防
止について、パネル
展、ポスター、リーフ
レット、SNSなど、あ
らゆる広報媒体を活
用した啓発を行いま
す。
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継続

ハローベビー学級
47回/年、739組参加
父親参加組数　722組（97.7％）

【保健サービス課】
ハローベビー学級
年間４７回実施、参加７８４組
父親参加７６５組（９７．６％）

保健サービス課

保健予防課
保健サービス課

女性は年齢により特
有の身体的特徴を有
することで、生涯のラ
イフステージごとに
様々な健康課題に直
面することから、女性
医師による健康相談
や、乳がん・子宮頸が
んなどに関する健康
講座を実施すること
で心身両面の健康づ
くりを支援します。
またHPVワクチン接
種の勧奨等等も実施
します。

（再掲）

保健サービス課

保健予防課

区内の小中学・高等学校等に専門
の講師を派遣し、エイズ予防講演会
を開催
上野学園高校　159人
駒形中学校　111人
桜橋中学校　42人
忍岡中学校　63人
柏葉中学校　72人
富士小学校　89人

区内の小中学・高等学校等に専門
の講師を派遣し、エイズ予防講演会
を開催
〈小学校〉
金曽木小学校８２人、千束小学校
36人、東浅草小学校 42人、富士
小学校 78人、石浜小学校 36人、
上野小学校 35人、黒門小学校 54
人
〈中学校〉
御徒町台東中学校94人、柏葉中学
校 142人、駒形中学校 123人、忍
岡中学校 63人、桜橋中学校 59人
〈高校〉上野学園高校　     133人

中高生を含め、エイズ
等の感染症予防に関
する講演会や情報提
供を行い、正しい知識
の普及を図ります。
また、男女ともに
HVPワクチン接種の
勧奨等を実施します。

健康相談の実施

出産・育児準備期の健
康支援

妊婦とその配偶者を
対象に、安心して出
産、育児を行うための
知識の習得や仲間づ
くりのための交流を
目的とした、ハローベ
ビー学級を開催しま
す。

健康相談や栄養相談
など、区民のこころと
からだに対するきめ
細かい相談を行いま
す。

72

（再掲）
女性のトータルヘルス
サポート

68

66
（再掲）

67

（再掲）

（再掲）

継続

継続

②生涯を通じ
た健康づくりの
推進

各種検診の実施、受診
後の健康改善に向け
た指導、健康に対する
正しい知識や意識を
高めてもらうための
学習会、講習、講演会
などの様々な方法に
より、生涯を通じた健
康づくりを支援しま
す。

性感染症予防及び正
しい知識の普及啓発

継続

３　誰もが安心
して暮らせる環
境の整備

（9）生涯を
通じた男女
の健康支援

①女性の人生
の各ステージ
に対応した健
康支援の充実

女性医師による健康
相談、乳がん・子宮頸
がんに関する講座な
どを通じて、生涯のラ
イフステージごとに直
面する健康課題に対
応するとともに、心身
両面の健康づくりを
支援します。
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69

70

高齢者がいきいきと
した生活を送れるよ
うに、健康づくりや介
護予防を目的とした
取組を行うとともに、
気軽にスポーツに参
加できる機会等を提
供していきます。

令和7年度実施
・国民健康保険加入者
　【対象者】26,523人　【受診者】
10,742人　【受診率】40.5%
・後期高齢者医療制度
　【対象者】23,723人　【受診者】
11,067人　【受診率】46.6%
・生活保護受給者等
　【対象者】4,574人　【受診者】
1,150人　【受診率】25.1%
・合計
　【対象者】54,820人
　【受診者】22,959人
　【受診率】41.９%

【高齢福祉課】
[老人福祉センター]
脳トレ教室：40回、838人
介護予防運動教室：10回、175人
口腔機能向上教室：10回、94人
[老人福祉館・かがやき長寿ひろば
入谷(3館合計)]
脳トレ教室：80回、1,517人
介護予防運動教室：30回、470人
口腔機能向上教室：30回、355人
[高齢福祉課]
高齢者の健康づくり教室：２５回、
延４１１人
ふれあい介護予防教室：93回、延
1,674人
地域の依頼による高齢者健康教
室：26回、延626人
健康カラオケ教室：20回、延317
人
健康遊具を利用した「うんどう教
室」：22回、延158人
【健康課】
台東区ゲートボール大会
開催日：令和7年11月20日
参加者：5チーム・25人
【生涯学習課】
生涯学習ラーニングスクエア
＊令和4年度より、予算事業名「台
東学びの広場」内のカテゴリーの見
直しを行い、年齢で区切った講座の
実施は廃止した。結果として、高齢
者に限定したカテゴリーであった
「シニアライフセミナー」はなくなり、
変更後のカテゴリーにて年齢の制
限なく、広く区民を対象とした講座
を実施している。
【スポーツ振興課】
スポーツひろば　実施場所：区立小
中学校10校
　実施回数：403回
　参加者数：延5,419人

継続

令和6年度実施
・国民健康保険加入者
　【対象者】27,336人　【受診者】
11,104人　【受診率】40.6%
・後期高齢者医療制度
　【対象者】23,451人　【受診者】
11,039人　【受診率】47.1%
・生活保護受給者等
　【対象者】4,872人　【受診者】
1,209人　【受診率】24.8%
・合計
　【対象者】55,659人
　【受診者】23,352人
　【受診率】42.0%

【高齢福祉課】
[老人福祉センター]
脳トレ教室：40回、781人
介護予防運動教室：10回、174人
口腔機能向上教室：10回、94人
[老人福祉館・かがやき長寿ひろば
入谷(3館合計)]
脳トレ教室：80回、1,342人
介護予防運動教室：30回、455人
口腔機能向上教室：30回、371人
[高齢福祉課]
高齢者の健康づくり教室：19回、延
347人
ふれあい介護予防教室：79回、延
1,107人
地域の依頼による高齢者健康教
室：31回、延402人
健康カラオケ教室：20回、延289
人
健康遊具を利用した「うんどう教
室」：23回、延202人
【健康課】
台東区ゲートボール大会：開催日：
令和6年11月19日：参加者：6チー
ム・36人
【生涯学習課】
生涯学習ラーニングスクエア
＊令和4年度より、予算事業名「台
東学びの広場」内のカテゴリーの見
直しを行い、年齢で区切った講座の
実施は廃止した。結果として、高齢
者に限定したカテゴリーであった
「シニアライフセミナー」はなくなり、
変更後のカテゴリーにて年齢の制
限なく、広く区民を対象とした講座
を実施している。
【スポーツ振興課】
スポーツひろば　実施場所：区立小
中学校10校
　実施回数：454回
　参加者数：延5,959人

高齢福祉課
健康課
生涯学習課
スポーツ振興課

保健サービス課

各種健康診断や保健
指導を実施し、区民自
らが健康状態を定期
的・継続的に確認する
ことで、健康に対する
意識向上や、生活習慣
病等の予防・早期発見
につなげます。

継続

各種健診及び指導

高齢者の健康づくり
への支援

３　誰もが安心
して暮らせる環
境の整備

（9）生涯を
通じた男女
の健康支援

②生涯を通じた
健康づくりの推
進

各種検診の実施、受診
後の健康改善に向け
た指導、健康に対する
正しい知識や意識を
高めてもらうための
学習会、講習、講演会
などの様々な方法に
より、生涯を通じた健
康づくりを支援しま
す。

39
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精神保健福祉相談

72 健康相談の実施

71

継続 73

健康に対する正しい
知識や意識を高めて
もらうため、こころと
からだの健康に関す
る学習会・講習・講演
会等を行い、多くの区
民に健康について学
ぶ機会を提供します。

こころとからだの健康
学習の推進

継続

継続

保健予防課

健康課
保健サービス課

年41回実施
利用者数：55人（延55人)
会場：台東保健所、浅草保健相談セ
ンター

健康相談（訪問・面接・電話相談等)
訪問：2,607人
面接：1,072人
電話等：11,837人

栄養相談（来所、電話相談等）
2,314人
電話：233人
面接等：2,081人

年41回実施
利用者数：52人（延52人)
会場：台東保健所、浅草保健相談セ
ンター

【健康課】
乳幼児の保護者向けに、子供の病
院のかかり方や薬の飲ませ方等を
医師・薬剤師が教える「健康学習
会」をオンラインで1回開催(令和7
年10月4日）
参加者：17名
【保健サービス課】
・「乳幼児のお出かけ」に関する啓発
動画（1本）の作成
・「赤ちゃんと抱っこ」をテーマとし
た講演会を開催
　　回数：1回、参加者：３８人
・歯磨き教室や救急・健康づくりな
どに関する講座、医師との相談な
ど対面での健康学習の実施
　　回数：１１６回、参加者：2,5１２人

健康相談（訪問・面接・電話相談等)
訪問：2,５６１人
面接：1,５１４人
電話等：１１,１５７人

栄養相談（来所・電話相談等）：
2,034人
電話：235人
面接等：1,799人

障害福祉課
保健予防課

地域の中で自立した
生活を送り続けられ
るよう、相談体制の充
実を図ります。

（再掲）

保健サービス課

【健康課】
乳幼児の保護者向けに、子供の病
院のかかり方や薬の飲ませ方等を
医師・薬剤師が教える「健康学習
会」をオンラインで1回開催(令和6
年9月7日）
参加者：29名

【保健サービス課】
・「乳幼児のお出かけ」に関する啓発
動画（1本）の作成
・「赤ちゃんと抱っこ」をテーマとし
た講演会を開催
　　回数：１回、参加者：45人
・歯磨き教室や救急・健康づくりな
どに関する講座、医師との相談な
ど対面での健康学習の実施
　　回数：130回、参加者：2,557
人

（再掲）継続 84
（再掲）

「こころの健康」につ
いての正しい知識と
情報の普及啓発を行
います。また、関係機
関と連携し、相談体制
の充実を図るととも
に適切な相談窓口を
広く周知します。

健康相談や栄養相談
など、区民のこころと
からだに対するきめ
細かい相談を行いま
す。

障害者相談支援

３　誰もが安心
して暮らせる環
境の整備

（9）生涯を
通じた男女
の健康支援

②生涯を通じ
た健康づくりの
推進

各種検診の実施、受診
後の健康改善に向け
た指導、健康に対する
正しい知識や意識を
高めてもらうための
学習会、講習、講演会
などの様々な方法に
より、生涯を通じた健
康づくりを支援しま
す。
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男女平等推進行動計画事業進捗状況管理シート
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（9）生涯を
通じた男女
の健康支援

相談員の能力向上

（再掲）

性及び自己の尊重の
ための教育

継続 107
(再掲)

女性相談、区民相談、
高齢者総合相談、障害
者に関する相談、健康
に関する相談、子供に
関する相談など各課
で実施している相談
事業と連携を図り、被
害者が相談しやすい
環境の整備及び被害
者の早期発見、被害の
防止に努めます。

女性相談における庁
内連携

継続

継続

・東京都の通知を受け、全校に周知
している。
・管理職が会議等で教職員に対し、
「生命（いのち）の安全教育につい
て」等を活用し、その趣旨を説明し、
教材等を周知している。
・教職員は、「指導の手引き」等を基
に児童・生徒の発達の段階や実態
に応じ、体育科、保健体育科、特別
活動、教育課程外において指導し
ている。

・東京都の通知を受け、全校に周知
している。
・管理職が会議等で教職員に対し、
「生命（いのち）の安全教育につい
て」等を活用し、その趣旨を説明し、
教材等を周知している。
・教職員は、「指導の手引き」を読
み、各段階に応じたねらいや展開、
児童・生徒から相談を受けた場合の
対応のポイント、指導上の配慮事
項、障がいのある児童・生徒への指
導方法の工夫等について教職員間
で意見交換するなどして共通理解
を図った上で、児童・生徒の発達の
段階や実態に応じ、体育科、保健体
育科、特別活動、教育課程外におい
て指導している。

（再掲）

（再掲）

多様化、複雑化する相
談内容に適切に対応
するため、相談にあた
る職員の知識と能力
の向上を図ります。

高齢福祉課

51
（再掲）

人権・多様性推進課

指導課

（再掲）

人権・多様性推進課
くらしの相談課
子育て支援課
子ども家庭支援
センター
高齢福祉課
障害福祉課
保護課
保健予防課
保健サービス課
保育課

男女平等推進プラザ
において、カウンセ
ラーによる生きづら
さを抱えている方へ
の心のケアや、女性弁
護士による法律相談
を実施し、問題解決に
向けたアドバイスを行
います。

（再掲） （再掲）はばたき21相談室

すべての児童・生徒に
対して、学習指導要領
に基づき発達段階に
応じ、必要な知識を理
解させるとともに、人
間尊重の精神に基づ
き男女が互いに尊重
し合える教育を行い
ます。

52
（再掲）

３　誰もが安心
して暮らせる環
境の整備

（10）困難
を抱える方
への支援の
充実

①困難な問題
を抱える女性
への支援

困難な問題を抱える
女性が、それぞれの状
況に応じて最適な支
援が受けられるよう、
関係機関や民間団体
等の関係者により構
成される支援調整会
議を設置するととも
に、多様な支援が包括
的に提供される体制
の整備を図ります。

74

継続

②生涯を通じ
た健康づくりの
推進

各種検診の実施、受診
後の健康改善に向け
た指導、健康に対する
正しい知識や意識を
高めてもらうための
学習会、講習、講演会
などの様々な方法に
より、生涯を通じた健
康づくりを支援しま
す。

③成長過程に
応じた性に関
する理解の促
進

自分の周囲の人の身
体を大切に扱うこと
ができるよう、成長過
程に応じた性に関す
る理解の促進を図り
ます。

41



男女平等推進行動計画事業進捗状況管理シート

Ｎｏ 所　管　課基 本 目 標 施　　　策 取組の方向性 内 容 区分 計画事業 ７年度末実施状況事業内容 【参考】６年度末未実施状況

新規

継続 （再掲）

（再掲）

女性相談支援員１名を増員し、計４
名の体制とした。

スマートフォンルール
の周知及び犯罪被害
等の防止に向けた取
組

児童・生徒及びその保
護者を対象に「台東区
立学校の携帯電話・ス
マートフォンのルー
ル」についての啓発資
料を配布し、スマート
フォンやＳＮＳ等の適
切な使用について周
知を図ります。また、
セーフティ教室におい
て、児童・生徒の非行
や犯罪被害を防止す
るための取組を実施
します。

ー

継続

困難な問題を抱える
女性の発見に努め、そ
の立場に立って相談
に応じ、専門的技術に
基づいて、必要な援助
を行う女性相談支援
員を増員します。

75

困難な問題を抱える
女性への包括的な支
援体制を構築するた
め、関係機関や民間団
体、その他の関係者に
より構成される支援
調整会議を設置しま
す。

メディア・
リテラシーの普及

企業やNPO等市民活
動団体との連携

支援調整会議の設置

3
（再掲）

講座等を通じて、様々
なメディアから伝えら
れる情報を読み解く
能力と、適切に選択し
発信する能力の向上
を図るとともに、女性
に対する人権侵害の
防止に向けた取組を
行います。

指導課

人権・多様性推進課
指導課

（再掲）

（再掲）

（再掲）

ー76

人権・多様性推進課
区民課

事業を効果的に推進
するため、企業や
NPO等市民活動団体
との連携を図ります。

１１１
（再掲）

（再掲）

人権・多様性推進課

支援調整会議(全体会)：年1回開催
支援調整会議（個別）：２回開催

人権・多様性推進課
関係各課

女性相談支援員の増
員

65
（再掲）

３　誰もが安心
して暮らせる環
境の整備

（10）困難
を抱える方
への支援の
充実

①困難な問題
を抱える女性
への支援

困難な問題を抱える
女性が、それぞれの状
況に応じて最適な支
援が受けられるよう、
関係機関や民間団体
等の関係者により構
成される支援調整会
議を設置するととも
に、多様な支援が包括
的に提供される体制
の整備を図ります。

新規

継続

②若年層の性
的搾取の防止
に関する啓発

パネル展、ポスター、
リーフレット、SNSな
ど、あらゆる広報媒体
を活用して、JKビジネ
スをはじめとする若
年層に対する暴力の
防止を呼び掛けると
ともに、被害にあわな
いようにスマートフォ
ンやSNS等の適切な
使用方法の周知・啓発
を図ります。
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R6年4月若年層の性暴力被害防止
月間にパネル展示を実施。

（再掲）

（再掲）
男性の介護への参画
に向けた取組

5
（再掲）

介護教室や男性の介
護への参画を進める
ための講座等を実施
します。
また、講座等の場を通
じて、交流の促進と居
場所づくりを支援しま
す。

いきがいづくりと社
会参加への支援

高齢者や障害者が住
み慣れた地域の中で
いきいきと暮らし続
けられるよう、講座の
実施や情報提供等に
より、社会参加を支援
します。

はばたき２１
相談室

男女平等推進プラザ
において、カウンセ
ラーによる生きづら
さを抱えている方へ
の心のケアや、女性弁
護士による法律相談
を実施し、問題解決に
向けたアドバイスを行
います。

産業振興課
高齢福祉課
生涯学習課

（再掲）

（再掲）

継続 1７
（再掲）

シニア世代の地域活
動支援

シニア世代が地域の
中で充実した生活が
送れるよう、シニアラ
イフ応援計画、雇用就
業支援等の事業を行
います。

継続 19
（再掲）

③高齢者への
支援

高齢者が、住み慣れた
地域でいきいきと安
心して暮らし続けられ
るよう、講座などを通
じて社会・地域活動へ
参加の促進や健康づ
くりを支援します。ま
た、日常生活を送るう
えでの必要な支援を
行います。

３　誰もが安心
して暮らせる環
境の整備

（10）困難
を抱える方
への支援の
充実

②若年層の性
的搾取の防止
に関する啓発

パネル展、ポスター、
リーフレット、SNSな
ど、あらゆる広報媒体
を活用して、JKビジネ
スをはじめとする若
年層に対する暴力の
防止を呼び掛けると
ともに、被害にあわな
いようにスマートフォ
ンやSNS等の適切な
使用方法の周知・啓発
を図ります。

（再掲）

高齢福祉課
健康課
生涯学習課
スポーツ振興課

継続
人権・多様性推進課
生涯学習課

人権・多様性推進課

継続 77
若年層に向けた性的
搾取の防止に関する
啓発

JKビジネスやAV出演
強制問題、レイプド
ラッグなど、若年層に
対する性的搾取の防
止について、パネル
展、ポスター、リーフ
レット、SNSなど、あ
らゆる広報媒体を活
用した啓発を行いま
す。

R7年4月若年層の性暴力被害防止
月間にパネル展示を実施。

（再掲）

高齢福祉課
障害福祉課
松が谷福祉会館
健康課

継続 70
（再掲）

高齢者の健康づくり
への支援

高齢者がいきいきと
した生活を送れるよ
うに、健康づくりや介
護予防を目的とした
取組を行うとともに、
気軽にスポーツに参
加できる機会等を提
供していきます。

（再掲）

人権・多様性推進課

継続 １０７
(再掲)

（再掲） （再掲）

（再掲）
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・高齢者緊急通報システム
（民間方式）159台
（消防庁方式）7台

・地域見守りネットワーク
全体連絡会　1回開催
全体研修会　1回開催
地区連絡会　14回開催
見守りサポーター養成研修　14回
開催

継続 80 高齢者の総合的相談

高齢福祉課

継続 79
高齢者の生活支援体
制整備

高齢者が日常生活を
送るうえで必要な支
援について、地域の
ニーズと地域資源の
マッチングを行うコー
ディネーターの配置や
協議会の設置により、
支援体制の充実やそ
の担い手となる高齢
者の社会参加を促進
します。

生活支援コーディネーターの配置
1名
地域支援　2,058件
関係機関との連携　423件
その他　158件

生活支援コーディネーターの配置
1名
地域支援　2,103件
関係機関との連携　526件
その他　279件

高齢福祉課

継続 78
ひとり暮らし高齢者と
高齢者のみの世帯へ
の支援

ひとり暮らしや高齢者
のみの世帯が安心し
て暮らせるよう、地域
見守りネットワーク、
高齢者緊急通報シス
テム等を通じて支援し
ます。

・地域見守りネットワーク
全体連絡会　１回開催
全体研修会　１回開催（書面）
地区連絡会　１４回開催
見守りサポーター養成研修　１８回
開催

・高齢者緊急通報システム
（民間方式）171台
（消防庁方式）4台

高齢者やその家族か
らのあらゆる相談に
対して、各課で実施し
ている相談事業とも
連携をとりながら対
応にあたり、問題の解
決に努めます。

【くらしの相談課】
「一般区民相談」「法律相談」をはじ
めとする10種類の専門相談や「消
費者相談」のなかで、高齢者やその
家族からの相談に対応している。
【高齢福祉課】
・高齢者総合相談窓口　16,395件
・関係機関の紹介　510件
【介護保険課】
窓口対応時等、様々な相談に対し
て適宜実施した。
【保健サービス課】
面談、電話等の個別相談の中で、高
齢者やその家族からの相談に対応
した。

【くらしの相談課】
「一般区民相談」「法律相談」をはじ
めとする10種類の専門相談や「消
費者相談」のなかで、高齢者やその
家族からの相談に対応している。

【高齢福祉課】
・高齢者総合相談窓口　16,879件
・関係機関の紹介　618件

【介護保険課】
窓口対応時等、様々な相談に対し
て適宜実施した。

【保健サービス課】
面談、電話等の個別相談の中で、高
齢者やその家族からの相談に対応
した。

くらしの相談課
高齢福祉課
介護保険課
保健サービス課

（10）困難
を抱える方
への支援の
充実

③高齢者への
支援

高齢者が、住み慣れた
地域でいきいきと安
心して暮らし続けられ
るよう、講座などを通
じて社会・地域活動へ
参加の促進や健康づ
くりを支援します。ま
た、日常生活を送るう
えでの必要な支援を
行います。

３　誰もが安心
して暮らせる環
境の整備
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ユニバーサルデザイン
のまちづくりの推進

ユニバーサルデザイン
の考え方を踏まえ、道
路やトイレ等の環境整
備を進めるとともに、
バリアフリー化の推進
を図ります。
また、高齢者・障害者
疑似体験や講習会な
どにより、心のバリア
フリーの普及・啓発を
行います。

【施設課】
・忍岡小学校昇降機新設工事：EV
設置(工事完了)
・浅草中学校昇降機新設工事：EV
設置(工事中)
・生涯学習センター大規模改修工
事：車いす使用者トイレ、ＥＶ設置
（工事中）

【福祉課】　令和７年度実績
・福祉のまちづくり整備助成：0件
・高齢者・障害者疑似体験　区立小
学校：1８回、区立中学校：3回
・心のバリアフリーハンドブック
　3年に一度作成し、令和７年度は
10,000部作成。区立小・中学校の
児童生徒・教職員及び関係課へ配
布する。
【障害福祉課】
障害者虐待防止及び障害者差別解
消についての周知・啓発を目的とし
た普及啓発動画を作成
【都市計画課】
令和4年度に策定した台東区バリア
フリー特定事業計画(前期)をもと
に、区を含む各事業者が区内の道
路やトイレ等のバリアフリー化に取
り組んだ。
【土木課】
事業名：安全・安心な道づくり（歩道
のバリアフリー化）
令和7年度実績：施工延長：792ｍ
【公園課】・事業名：さわやかトイレ
整備
（公園トイレのバリアフリー化）
＜令和７年度実績＞
設計：２箇所（待乳山聖天公園トイ
レ・鶯谷公園トイレ）
整備：１箇所（柳北公園トイレ）

【施設課】
・（仮称）竜泉二丁目福祉施設・地域
施設：車いす使用者トイレ、EV設置
（工事完了）
・したまちミュージアム(下町風俗資
料館)：車いす使用者トイレ、EV設
置（工事完了）
・忍岡小学校昇降機新設工事：EV
設置(工事中)
・浅草中学校昇降機新設工事：EV
設置(工事中)
・生涯学習センター大規模改修工
事：車いす使用者トイレ、ＥＶ設置
（工事中）
【福祉課】　令和6年度実績
・福祉のまちづくり整備助成：0件
・高齢者・障害者疑似体験　区立小
学校：19回、区立中学校：3回
・心のバリアフリーハンドブック
　3年に一度作成し、区立小・中学
校の児童生徒・教職員及び関係課
へ配布するため、実績なし（前回作
成は令和4年度）
【障害福祉課】
障害者虐待防止及び障害者差別解
消についての周知・啓発を目的とし
た普及啓発動画を作成
【都市計画課】
令和4年度に策定した台東区バリア
フリー特定事業計画（前期）をもと
に、区を含む各事業者が区内の道
路やトイレ等のバリアフリー化に取
り組んだ。
【土木課】
事業名：安全・安心な道づくり（歩道
のバリアフリー化）
令和6年度実績：施工延長：907ｍ
【公園課】
・事業名：さわやかトイレ整備（公園
トイレのバリアフリー化）
令和6年度実績：設計：1箇所（柳北
公園トイレ）
整備：4箇所（大正公園トイレ・小島
公園トイレ・谷中清水町公園トイレ・
西町公園トイレ）

施設課
福祉課
障害福祉課
都市計画課
土木課
公園課

継続 81
３　誰もが安心
して暮らせる環
境の整備

（10）困難
を抱える方
への支援の
充実

③高齢者への
支援

高齢者が、住み慣れた
地域でいきいきと安
心して暮らし続けられ
るよう、講座などを通
じて社会・地域活動へ
参加の促進や健康づ
くりを支援します。ま
た、日常生活を送るう
えでの必要な支援を
行います。
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19
（再掲）

82

（再掲）

高齢福祉課
障害福祉課
松が谷福祉会館
健康課

・高齢者虐待防止セミナー【区民向
け】
　 対面1回【参加人数　53名】
・高齢者虐待防止セミナー【介護事
業者向け】
　動画配信1回【視聴回数　65回】
・高齢者虐待防止セミナー【養介護
施設従事者向け】
　対面1回【参加人数　13回、ＤＶＤ
視聴　14名】
・虐待防止連絡会　1回開催
・個別ケースカンファレンス　随時
・高齢者虐待防止アドバイザー　4
回
・高齢者虐待防止啓発カード配布
880部

高齢福祉課

・高齢者虐待防止セミナー【区民向
け】
　 対面1回【参加人数　53名】
・高齢者虐待防止セミナー【介護事
業者向け】
　動画配信1回【視聴回数　１５１回】
・高齢者虐待防止セミナー【養介護
施設従事者向け】
　対面1回【参加人数　８名】
・虐待防止連絡会　1回開催
・個別ケースカンファレンス　随時
・高齢者虐待防止アドバイザー　4
回
・高齢者虐待防止啓発カード配布
880部

障害福祉課
保健予防課

新規 83
成年後見制度におけ
る中核機関の整備

地域の権利擁護機能
（広報機能、相談機
能、成年後見制度利用
促進機能、後見人支援
機能）を果たすこと
で、地域連携ネット
ワークの中核を担う
機関を形成し、成年後
見制度の利用者と後
見人等のサポートを
行います。

継続

継続 30
(再掲)

障害者の就労支援

「働きたい」と希望す
る障害者が、安心して
就労できるよう、個々
の能力に応じた訓練・
実習の提供、就職活動
に対する支援を行い
ます。

（再掲）

継続

（再掲）

（再掲）
いきがいづくりと社
会参加への支援

高齢者や障害者が住
み慣れた地域の中で
いきいきと暮らし続
けられるよう、講座の
実施や情報提供等に
より、社会参加を支援
します。

・令和7年4月より中核機関設置。
・検討支援会議　１０回開催（議題２
７件）

ー 福祉課

高齢者虐待防止に関
する取組

セミナーの実施や、関
係機関向けに高齢者
虐待防止マニュアルを
配布するなど、高齢者
虐待防止に関する啓
発に努めます。
また、虐待防止連絡会
や個別ケース会議を
通じて、関係機関との
連携体制を充実させ
るとともに、地域の
ネットワークを推進
し、虐待防止に向けた
対応を行っていきま
す。

③高齢者への
支援

高齢者が、住み慣れた
地域でいきいきと安
心して暮らし続けられ
るよう、講座などを通
じて社会・地域活動へ
参加の促進や健康づ
くりを支援します。ま
た、日常生活を送るう
えでの必要な支援を
行います。

３　誰もが安心
して暮らせる環
境の整備

（10）困難
を抱える方
への支援の
充実

④障害者への
支援

障害者が、自らの選択
により就業や学習、地
域活動などに参画で
きるようにするため
の支援や環境の整備
を行います。
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福祉課

（再掲） （再掲）

施設課
福祉課
障害福祉課
都市計画課
土木課
公園課

障害福祉課
保育課

くらしの相談課
子ども家庭支援
センター
障害福祉課
松が谷福祉会館
保健サービス課
保育課
教育支援館

高齢福祉課
介護保険課
障害福祉課
保健予防課

（再掲）

（再掲）

（再掲）

（再掲）

81

41
(再掲)

ユニバーサルデザイン
のまちづくりの推進

ユニバーサルデザイン
の考え方を踏まえ、道
路やトイレ等の環境整
備を進めるとともに、
バリアフリー化の推進
を図ります。
また、高齢者・障害者
疑似体験や講習会な
どにより、心のバリア
フリーの普及・啓発を
行います。

障害のある子供を養
育している家庭に対
して、こどもクラブに
おける高学年障害児
保育やガイドヘルパー
による通学支援など
を行います。

子育て相談

子ども家庭支援セン
ターや保健所等にお
いて、子育てに関する
様々な相談を受け付
け、関係機関との連携
や調整等を行いなが
ら、問題の解決に努め
ます。

（再掲）

49
(再掲)

介護サービスの充実
と質の向上

成年後見制度におけ
る中核機関の整備

地域の権利擁護機能
（広報機能、相談機
能、成年後見制度利用
促進機能、後見人支援
機能）を果たすこと
で、地域連携ネット
ワークの中核を担う
機関を形成し、成年後
見制度の利用者と後
見人等のサポートを
行います。

（再掲）

高齢者や障害者が安
心して日常生活を送
るとともに、家族の介
護負担を軽減するた
め、介護サービスの充
実と質の向上に取り
組みます。

39
(再掲)

障害児の保育・通学支
援

障害者が、自らの選択
により就業や学習、地
域活動などに参画で
きるようにするため
の支援や環境の整備
を行います。

継続

継続 83
（再掲）

（再掲）

（再掲）

継続

継続

継続３　誰もが安心
して暮らせる環
境の整備

（10）困難
を抱える方
への支援の
充実

②障害者への
支援
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障害者虐待防止に関
する取組

継続
障害福祉課
保健予防課

障害者虐待防止セン
ターを中心として、関
係機関が緊密に連携
しながら、障害者に対
する虐待の防止、早期
発見・早期対応の取組
を推進するとともに、
虐待防止に関する啓
発を行います。

障害福祉課
保健予防課

【障害福祉課】
・障害者虐待防止と併せ障害者差
別解消についての周知・啓発を目
的とした普及啓発動画を作成
虐待防止法については下記のテー
マで作成。
テーマ「障害者虐待防止について気
づく、つなぐ、支える～誰もが安心
して暮らせる地域のために～」
・障害者虐待啓発カードを配布。（隔
年で作成、次回作成はR８年度予
定）
【保健予防課】
虐待防止センター：1カ所
　＊「精神障害者地域生活支援セン
ターあさがお」に障害者虐待防止事
業を委託している。

【障害福祉課】
・障害者虐待防止及び障害者差別
解消についての周知・啓発を目的
とした普及啓発動画を作成
　　テーマ①「義務化の意味するこ
と」
　　テーマ②「通報は全ての人を救
う」
・障害者虐待啓発カードを配布

【保健予防課】
虐待防止センター：1カ所
　＊「精神障害者地域生活支援セン
ターあさがお」に障害者虐待防止事
業を委託している。
通報件数：8件

【障害福祉課】
【委託相談支援事業所】
３か所（うち１か所は、２４時間対応
で虐待防止センターを併設）
延相談件数：　6,164件
【身体・知的相談員】
身体相談員：６名
知的相談員：４名
延相談件数：458件

【保健予防課】
[相談支援事業所]
1か所（24時間対応で虐待防止セ
ンターを併設）
延相談件数：5,４96件
[相談員]
精神相談員：6人
延相談件数：１，０１１件

84 障害者相談支援

地域の中で自立した
生活を送り続けられ
るよう、相談体制の充
実を図ります。

障害者が、自らの選択
により就業や学習、地
域活動などに参画で
きるようにするため
の支援や環境の整備
を行います。

85

継続

【障害福祉課】
[委託相談支援事業所]
3か所（うち1か所は24時間対応で
虐待防止センターを併設）
延相談件数：6,269件
[身体・知的相談員]
身体相談員：6名、知的相談員：4名
延相談件数：484件
【委託相談支援事業所】
３か所（うち１か所は、２４時間対応
で虐待防止センターを併設）
延相談件数：6，３０４件
【身体・知的相談員】
身体相談員：６名
知的相談員：4名
延相談件数：381件

【保健予防課】
[相談支援事業所]
1か所（24時間対応で虐待防止セ
ンターを併設）
延相談件数：5,536件
[相談員]
精神相談員：6人
延相談件数：1,225件

３　誰もが安心
して暮らせる環
境の整備

（10）困難
を抱える方
への支援の
充実

②障害者への
支援
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　研修、講座、パンフ
レットなど、あらゆる
機会を捉えて、多様な
性のあり方に関する
理解の促進を図ると
ともに、性的指向・性
自認に関する悩みを
抱える方への相談を
実施し、解決に向けた
アドバイスを行いま
す。
また、同性とパート
ナー関係であること
により直面する困難
など、性的指向・性自
認を理由とする社会
的な困難を解消する
ための支援について
検討します。

人事課
人権・多様性推進課
指導課

継続
性の多様性に関する
理解の促進

イベント、講座、広報
媒体など、様々な機会
を捉えて、多様な性の
在り方への理解を深
めるための啓発活動
を推進します。また、
職員や教職員に対し
ても、研修などを通じ
て、理解の促進を図り
ます。

【人事課】
人権問題研修Ⅰ(採用3年目）：5７
名
人権問題研修Ⅱ（採用15・25年
目）：２９名
【人権・多様性推進課】
・人権のつどいの開催
（性的マイノリティの人権課題が記
載された人権啓発冊子「みんなへ
の人権のメッセージの配布）期日：
令和７年12月２３日、参加者：157
人
・人権パネル展の開催
（性的マイノリティの人権課題が記
載された人権啓発冊子「みんなへ
の人権のメッセージ」を配布）
・区立保育園、幼稚園、小学校、中学
校の保護者を対象とした人権尊重
教育研修会（動画配信）において啓
発を実施。
（性的マイノリティの人権課題が記
載された人権啓発冊子「みんなの
人権」を資料として使用）
配信期間:令和７年11月４日～令和
８年3月2７日、再生回数：435回
・「区職員・教職員向け　多様な性の
理解と対応　ガイドライン」の策定
策定日：令和8年3月
・特定非営利活動法人パープル・ハ
ンズとの協働によ台東区協働事業
提案制度「性的マイノリティと性の
多様性に関する人権啓発活動事
業」を実施
（１）分野別啓発学習会
医療従事者や介護事業者などを対
象に分野別の学習会を開催。
参加者：第１～３回：計８０名／第４
回（動画配信）：２４回再生
（２）区民向け理解・交流事業「しゃ
べり場たいとう」
自身のセクシャリティにかかわらず
参加できる交流会を４回開催。
参加者：延べ３２名
（３）カラフルＷＥＢ
性の多様性に関する基礎知識や、
上記（１）（２）の活動報告などを特
設ＷＥＢで発信。閲覧数４４３回
その他、特別区共同研修の受講
【指導課】
人権教育研修や各校の研究におい
て、人権課題について「性自認」「性
的指向」を取り上げている。

【人事課】
人権問題研修Ⅰ(採用3年目）：5７
名
人権問題研修Ⅱ（採用15・25年
目）：２９名
【人権・多様性推進課】
・人権のつどいの開催
（性的マイノリティの人権課題が記
載された人権啓発冊子「みんなへ
の人権のメッセージの配布）期日：
令和７年12月２３日、参加者：157
人
・人権パネル展の開催
（性的マイノリティの人権課題が記
載された人権啓発冊子「みんなへ
の人権のメッセージ」を配布）
・区立保育園、幼稚園、小学校、中学
校の保護者を対象とした人権尊重
教育研修会（動画配信）において啓
発を実施。
（性的マイノリティの人権課題が記
載された人権啓発冊子「みんなの
人権」を資料として使用）
配信期間:令和７年11月４日～令和
８年3月2７日、再生回数：435回
・「区職員・教職員向け　多様な性の
理解と対応　ガイドライン」の策定
策定日：令和8年3月
・特定非営利活動法人パープル・ハ
ンズとの協働によ台東区協働事業
提案制度「性的マイノリティと性の
多様性に関する人権啓発活動事
業」を実施
（１）分野別啓発学習会
医療従事者や介護事業者などを対
象に分野別の学習会を開催。
参加者：第１～３回：計８０名／第４
回（動画配信）：２４回再生
（２）区民向け理解・交流事業「しゃ
べり場たいとう」
自身のセクシャリティにかかわらず
参加できる交流会を４回開催。
参加者：延べ３２名
（３）カラフルＷＥＢ
性の多様性に関する基礎知識や、
上記（１）（２）の活動報告などを特
設ＷＥＢで発信。閲覧数４４３回
その他、特別区共同研修の受講
【指導課】
人権教育研修や各校の研究におい
て、人権課題について「性自認」「性
的指向」を取り上げている。

86
３　誰もが安心
して暮らせる環

境の整備

（１１）誰もが
自分らしく
生きられる
社会の実現

④性の多様性
に関する理解
の促進と相談
体制の整備
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男女平等推進行動計画事業進捗状況管理シート

Ｎｏ 所　管　課基 本 目 標 施　　　策 取組の方向性 内 容 区分 計画事業 ７年度末実施状況事業内容 【参考】６年度末未実施状況

88

新規 90
交流の場・機会の提供
（試行）

性的マイノリティの当
事者や当事者を応援
したい方などが気軽
に語り合える場・機会
を提供するイベントを
実施します。

・特定非営利活動法人パープル・ハ
ンズとの協働により台東区協働事
業提案制度「性的マイノリティと性
の多様性に関する人権啓発活動事
業」において、区民向け理解・交流
事業「しゃべり場たいとう」を4回実
施。
参加者：延べ３２名

ー 人権・多様性推進課

　研修、講座、パンフ
レットなど、あらゆる
機会を捉えて、多様な
性のあり方に関する
理解の促進を図ると
ともに、性的指向・性
自認に関する悩みを
抱える方への相談を
実施し、解決に向けた
アドバイスを行いま
す。
また、同性とパート
ナー関係であること
により直面する困難
など、性的指向・性自
認を理由とする社会
的な困難を解消する
ための支援について
検討します。

新規 89
「性の多様性に関する
ガイドライン」策定

職員向けに性の多様
性に関するガイドライ
ンを作成します。

・「区職員・教職員向け　多様な性の
理解と対応　ガイドライン」の策定
策定日：令和8年3月 ー 人権・多様性推進課

人権・多様性推進課
教育支援館

新規 人権・多様性推進課

87

【人権・多様性推進課】
こころと生きかたなんでも相談（カ
ウンセラーによる専門カウンセリン
グ）相談延件数1,761件
うち、性的指向・性自認に関する相
談9件（重祖含む）

【教育支援館】
相談実績なし

性的指向・性自認を理
由とする社会的な困
難の解消に向けた取
組

同性とパートナー関係
であることにより直面
する困難など、性的指
向・性自認を理由とす
る社会的な困難を解
消するため、民間支援
団体と連携を図りな
がら、必要な支援につ
いて検討します。

継続

【人権・多様性推進課】
こころと生きかたなんでも相談（カ
ウンセラーによる専門カウンセリン
グ）相談延件数848件
うち、性的指向・性自認に関する相
談20件（重祖含む）

【教育支援館】
相談実績なし

男女平等推進プラザ内にパネル展
示(常設)

・特定非営利活動法人パープル・ハ
ンズとの協働により台東区協働事
業提案制度「性的マイノリティと性
の多様性に関する人権啓発活動事
業」を実施
（１）分野別啓発学習会
医療従事者や介護事業者などを対
象に分野別の学習会を開催。
参加者：第１～３回：計８０名／第４
回（動画配信）：２４回再生
（２）区民向け理解・交流事業「しゃ
べり場たいとう」
自身のセクシャリティにかかわらず
参加できる交流会を４回開催。
参加者：延べ３２名
（３）カラフルＷＥＢ
性の多様性に関する基礎知識や、
上記（１）（２）の活動報告などを特
設ＷＥＢで発信。
閲覧数：４４３回

性的指向・性自認に関
する相談事業の実施

「こころと生き方なん
でも相談」や「教育相
談」において、性的指
向・性自認の悩みなど
に関する相談事業を
実施します。

３　誰もが安心
して暮らせる環
境の整備

（10）困難
を抱える方
への支援の
充実

①性の多様性
に関する理解
の促進と相談
体制の整備
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男女平等推進行動計画事業進捗状況管理シート

Ｎｏ 所　管　課基 本 目 標 施　　　策 取組の方向性 内 容 区分 計画事業 ７年度末実施状況事業内容 【参考】６年度末未実施状況

②外国人への
支援

「やさしい日本語」の
普及・啓発や、多言語
による情報提供、日本
語学習の支援、交流事
業等を実施するとと
もに、日本語の理解が
十分でない子供や保
護者を支援するため、
通訳者の派遣や講師
による日本語の指導
を行います。
また、言語や文化、生
活習慣の違いを相互
に理解・尊重しあい、
誰もが社会の構成員
として活躍できる「多
文化共生の地域社会」
を実現するため「多文
化共生推進プラン」に
基づき取組を進めま
す。

新規

継続

【人権・多様性推進課】
・外国人のための多言語情報紙
　年4回発行（6・9・12・3月）
　　やさしい日本語：900部
　　英語　　　　　：900部
　　中国語　　　：1,200部
　　韓国語　　　　：750部
・外国人のための生活便利帳新旧
対照表印刷
・「外国人のための日本語教室」
　前期21回(38名参加)、中期21
回(33名参加)、後期21回(41名参
加)
・「外国人とのコミュニケーションの
ための日本語講座」
　初歩編(2日×2回・59名参加)、
入門編(6日×2回・66名参加)、
  実践編(2日×１回、1日×2回・72
名参加）
・「地域で暮らす外国人との交流事
業」
　第1回(37名参加)、第2回(12名
参加)、第3回(77名参加)
・多文化共生推進連絡協議会実施

【くらしの相談課】
・通訳者による外国人相談：31件
・タブレット端末による相談：1,671
件

日本語の理解が十分
でない外国にルーツ
がある学齢期の子供
を対象に、日本語学習
の支援を行い、学校生
活への適応やスムー
ズな学習につなげま
す。

91 在外国人支援

子供日本語教室の開
催

外国人に伝わりやす
い「やさしい日本語」
の普及・啓発や、行政・
生活に関する情報の
多言語による提供の
ほか、外国人への日本
語学習を支援します。
また、外国人と日本人
との交流事業の実施
や、日本での生活に関
する相談窓口を運営
します。

人権・多様性推進課
くらしの相談課

派遣時間
3,197時間

教育支援館

人権・多様性推進課92

継続 93
学校園における外国
人への支援

日本語の理解が十分
でない園児・児童・生
徒を対象に専門の講
師を派遣し、日本語の
指導を行います。ま
た、保護者と学校園と
の間の意思疎通を図
るため通訳者を派遣
します。

派遣時間
2,951時間

【人権・多様性推進課】
・外国人のための多言語情報紙
　年4回発行（6・9・12・3月）
　　やさしい日本語：600部、英語：
600部、中国語：800部、韓国語：
500部
・外国人のための生活便利帳発行
　　英語：1,500部、中国語：
2,000部、韓国語：600部
・「外国人のための日本語教室」
　前期21回(51名参加)、中期21
回(45名参加)、後期21回(52名
参加)
・「やさしい日本語講演会」
　1回目(日本人34名、外国人19名
参加)、2回目(日本人22名、外国
人10名参加)
・「日本語学習パートナー養成講座」
　全5回講座、受講者18名
・「地域で暮らす外国人との交流事
業」
　第1回(36名参加)、第2回(57名
参加)、第3回(12名参加)
・多文化共生推進連絡協議会実施
【くらしの相談課】
・通訳者による外国人相談：36件
・タブレット端末による相談：
2,338件

前期12回(25名参加)、中期12回
(27名参加)、後期12回(26名参
加)

ー

３　誰もが安心
して暮らせる環
境の整備

（10）困難
を抱える方
への支援の
充実
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発見が困難で問題が
顕在化しにくい特性
を持つヤングケアラー
について、広く周知を
図るとともに、ヤング
ケアラーやその家族
からの相談に対応し、
支援を行います。

新規 ー
子ども家庭支援
センター

94
ヤングケアラー支援

ヤングケアラーに関す
る周知啓発のため、区
職員等を対象とした
研修を実施し、児童向
けに啓発リーフレット
及び相談先周知カー
ドの配布を行います。
また、ヤングケアラー
からの相談に相合す
るとともに、関係課、
学校、福祉サービス提
供事業者等と連携し、
適切な支援に繋げま
す。

・区立小学校4年～6年、区立中学
校、区内高校向けにヤングケアラー
相談レターの配布、配架
・ヤングケアラーに関する関係機関
向け研修会　参加者数：１５名
・相談実績なし３　誰もが安心

して暮らせる環
境の整備

（10）困難
を抱える方
への支援の
充実

③ヤングケア
ラー問題への
対応
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男女平等推進行動計画事業進捗状況管理シート

Ｎｏ

（再掲） 人事課（再掲）継続 31
（再掲）

区におけるワーク・ラ
イフ・バランス及び女
性職員の活躍の推進

女性活躍推進法によ
り策定した特定事業
主行動計画に基づ
き、長時間労働の是
正や年次有給休暇の
取得を促進するな
ど、働き方の改革を
進めます。また、女性
職員のキャリア形成
支援等の取組によ
り、職員の意欲を高
めます。

内 容 区分 計画事業

性別に捉われず、区政運営に必要
な職員を採用した。
性別に捉われない人材育成という
観点も踏まえたジョブローテーショ
ンにより、様々な職場経験を可能と
している。

性別に捉われない人材育成という
観点も踏まえ、受験資格を有する
職員には管理職選考の受験を奨励
した。

継続

98

継続

継続 97

96

台東区人権・男女共
同参画推進委員会の
もと、全庁的に施策
の推進に努め、行動
計画を着実に進めま
す。

女性の人権に配慮し
た表現ガイドラインの
策定

男女平等参画の視点
に立った広報や情報
発信を行うため、表
現ガイドラインを活
用します。また、研修
などを通じて職員の
メディア・リテラシー
の向上に取り組みま
す。

全庁的な推進体制の
充実

所　管　課【参考】６年度末未実施状況７年度末実施状況事業内容

管理職選考の受験の
奨励

管理職選考の受験に
ついて、性別にとら
われず、受験資格を
有する職員に対し
て、積極的に奨励し
ます。

性別に捉われず、区政運営に必要
な職員を採用した。
性別に捉われない人材育成とい
う観点も踏まえたジョブローテー
ションにより、様々な職場経験を
可能としている。

性別に捉われない人材育成とい
う観点も踏まえ、受験資格を有す
る職員には管理職選考の受験を
奨励した。

人事課

人事課

令和３年10月、職員向け「ジェン
ダーの視点による表現ガイドライ
ン」を策定し運用開始。全職員に
配布・周知した。
チェックリストの活用を促し、作成
した印刷物等は人権・多様性推進
課に提出することを依頼し、メ
ディア・リテラシー向上に取り組ん
だ。

令和6年度末に策定した「審議会
等の委員選定に関するガイドライ
ン」を、令和7年度調査に合わせ通
知し、女性委員の参画促進を改め
て周知した。

令和6年度末に新たに「審議会等の
委員選定に関するガイドライン」を
策定した。なお、令和7年度調査に
合わせ、ガイドラインを通知し、女
性委員の参画を促進する予定。

人権・多様性推進課

・令和３年10月、職員向け「ジェン
ダーの視点による表現ガイドライ
ン」を策定し運用開始。全職員に配
布・周知した。
チェックリストの活用を促し、作成
した印刷物等は人権・多様性推進
課に提出することを依頼し、メディ
ア・リテラシー向上に取り組んだ。

人権・多様性推進課ジェンダーの視
点による区政
運営の推進

（1）男女平
等参画の総
合的推進

①全庁的な推
進体制

施　　　策

継続

採用及び職域の拡大
にあたっての男女平
等の推進

職員の採用、昇任に
あたっては、性別に
とらわれない選考を
行います。
また、性別にかかわ
らず、ジョブ・ロー
テーションによる
様々な職場経験を通
じて、職員の資質能
力の育成を進めま
す。

取組の方向性

95
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Ｎｏ内 容 区分 計画事業 所　管　課【参考】６年度末未実施状況７年度末実施状況事業内容施　　　策 取組の方向性

ジェンダーの視点を
根付かせるために、
採用時・昇任時など、
各職層に応じて、継
続的にジェンダー平
等に関する研修を実
施します。

【人事課】
人権問題研修Ⅰ(採用3年目）：5
７名
人権問題研修Ⅱ（採用15・25年
目）：２９名
ハラスメント防止研修（係長1年
目）：3３名
新任・転入職員研修(採用1年目)：
９２名
その他、特別区共同研修の受講
【人権・多様性推進課】
職層研修の一環として、採用後3
年目・15年目・25年目の職員を
対象に人権研修の中で啓発を実
施。

職員に対するジェン
ダー平等に関する研
修

ー

6２
(再掲)

99

人事課
人権・多様性推進課
指導課

【人事課】
人権問題研修Ⅰ(採用3年目）：51
名
人権問題研修Ⅱ（採用15・25年
目）：50名
ハラスメント防止研修（係長1年
目）：32名
新任・転入職員研修(採用1年目)：
79名
その他、特別区共同研修の受講

【人権・多様性推進課】
職層研修の一環として、採用後3年
目・15年目・25年目の職員を対象
に人権研修の中で啓発を実施。

人事課
人権・多様性推進課継続 100

継続
区における男性職員
の育児参画に向けた
取組

女性活躍推進法によ
り策定した特定事業
主行動計画に基づ
き、男性職員の出産
支援休暇及び育児参
加休暇、育児休業の
取得を促進して行き
ます。

男性職員の出産支援休暇取得率：
８１％
男性職員育児休業取得率：100％
１月超えの期間を取得している男
性職員育児休業割合：94％

（再掲） （再掲）

人事課

継続
ハラスメントに関する
研修・講座

各種ハラスメントに
対する正しい認識と
対応を学ぶための研
修や講座を実施しま
す。区内企業に対し
ては、ハローワーク等
と連携を図り、効果
的に研修を実施しま
す。
また、職員や教職員
に対しても、ハラスメ
ントの防止を図る研
修等を実施します。

ジェンダーの視
点による区政
運営の推進

（1）男女平
等参画の総
合的推進

②職員に対す
る教育・研修体
制の充実

①全庁的な推
進体制

台東区人権・男女共同
参画推進委員会のも
と、ジェンダーの視点
に立った区政運営を
推進するため、任用に
おける男女平等の推
進、ハラスメントの防
止や男女平等に関す
る研修の実施、男女
平等参画の視点に
立った広報や情報発
信を行うための表現
ガイドラインの策定な
ど、全庁的な取組を
推進します。
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男女平等推進行動計画事業進捗状況管理シート

Ｎｏ内 容 区分 計画事業 所　管　課【参考】６年度末未実施状況７年度末実施状況事業内容施　　　策 取組の方向性

施策・事業を着実に進
めるため、計画事業の
進捗状況の把握や区
民意識調査を実施す
るとともに、「はばた
きプラン21」推進会
議を中心とした評価
体制づくりを行いま
す。

人権・多様性推進課

人権・多様性推進課

定期的・継続的に意
識調査を行い、男女
平等に関する意識と
実態を把握します。

行動計画事業を着実
に推進していくため、
進捗状況を定期的に
把握し、関係課に対
して働きかけを行っ
ていきます。

継続 103

継続

102 行動計画事業の推進

男女平等に関する台
東区民意識調査

男女平等推進フォー
ラムの開催、各種講座
の実施、情報誌の発
行など、様々な場面に
おいて、男女平等推
進プラザの各種委員
会や区民団体との協
働による企画・運営を
推進します。

継続
男女平等推進フォー
ラム

性別にかかわらず、
個人として尊重さ
れ、多様な生き方が
選択できる男女平等
社会の実現に向け
て、ワークショップ、
作品展示など、区民
参加型のイベントで
ある「男女平等推進
フォーラム」を開催す
ることで、男女平等
参画への意識の向上
と理解の促進を図り
ます。

2
(再掲)

令和6年度4回開催
(オンラインと来場形式の併用)

令和７年度４回開催
（オンラインと来場形式の併用）

第5次（令和2年～6年度）台東区
男女平等推進行動計画の令和6
年度までの進捗状況をまとめ、
ホームページ上で公表した。

（再掲）

ジェンダーの視
点による区政
運営の推進

（2）男女平
等推進プラ
ザの充実

③施策・事業を
推進するため
の評価体制づ
くり

（1）男女平
等参画の総
合的推進

学識経験者、職域団
体関係者、公募区民
などで構成する「は
ばたきプラン21」推
進会議において、区
における男女平等参
画の推進について協
議します。

「はばたきプラン21」
推進会議の運営

①区民との協
働による活力
ある運営

101 人権・多様性推進課

継続

人権・多様性推進課

第5次（令和2年～6年度）台東区
男女平等推進行動計画の令和5年
度までの進捗状況をまとめ、ホーム
ページ上で公表した。

行動計画改定に合わせ概ね5年に
一度「男女平等に関する区民意識
調査」を実施している。直近の調査
実施は、令和5年度。次回は令和
10年度に実施予定。

行動計画改定に合わせ概ね5年に
一度「男女平等に関する区民意識
調査」を実施している。直近の調
査実施は、令和5年度。次回は令
和10年度に実施予定。

（再掲）
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男女平等推進行動計画事業進捗状況管理シート

Ｎｏ内 容 区分 計画事業 所　管　課【参考】６年度末未実施状況７年度末実施状況事業内容施　　　策 取組の方向性

男女平等推進プラザ
において、カウンセ
ラーによる生きづら
さを抱えている方へ
の心のケアや、女性
弁護士による法律相
談を実施し、問題解
決に向けたアドバイ
スを行います。

①こころと生きかたなんでも相談
（カウンセラーによる専門カウンセ
リング）
相談延件数1,761件
（内訳）電話335件、面接529
件、
 オンライン6件、
SNS(LINE)891件
②女性弁護士による法律相談
　相談延件数130件
③たいとうパープルほっとダイヤ
ル（非常勤職員による配偶者暴力
に関する相談）
　相談延件数1,007件

「2025みんなのはばたき21
フォーラム」を開催
９月２０日
①講演会
講師：くわばたりえ氏（お笑い芸
人）
テーマ：ワークもライフも大切に～
等身大の子育て奮闘記～
参加者７１人
②コミュニティ・カフェ運営委員会
による作品展示

105

継続

男女平等推進フォー
ラムの開催、各種講座
の実施、情報誌の発
行など、様々な場面に
おいて、男女平等推
進プラザの各種委員
会や区民団体との協
働による企画・運営を
推進します。

カウンセラーによる生
きづらさを抱えてい
る方への心のケアや、
女性弁護士による法
律相談を実施し、問題
解決に向けたアドバイ
スを行います。

②相談事業の
充実

人権・多様性推進課継続

継続 人権・多様性推進課

男女平等推進プラザ
登録団体との連携

男女平等推進プラザ
の各種委員会に区民
が主体的に参画する
ことで、区民の意見
や発想を生かした男
女平等推進プラザの
運営を行います。

ジェンダーの視
点による区政
運営の推進

①区民との協
働による活力
ある運営

（2）男女平
等推進プラ
ザの充実

ジェンダー平等を推
進する人材の育成

男女平等推進プラザ
の各種委員会への参
画

男女平等参画に関わ
る団体と連携し、男
女平等推進フォーラ
ムにおける登録団体
の活動発表や共催に
よる講座等を実施し
ます。

107 はばたき21相談室

・フォーラム企画委員会
   8回開催
・情報誌編集委員会
   3回開催
・コミュニティ・カフェ運営委員会
   4回開催

人権・多様性推進課

人権・多様性推進課

区民学習活動支援事業講座
　4講座(5回)実施
　参加者数：延102人

区民学習活動支援事業講座
　3講座(4回)実施
　参加者数：延26人

区民が企画し、講師
となる講座を実施す
るなど、地域で活躍
できる人材の育成を
行います。

①こころと生きかたなんでも相談
（カウンセラーによる専門カウンセ
リング）
相談延件数1,445件
（内訳）電話334件、面接510件、
 オンライン4件、SNS(LINE)597
件
②女性弁護士による法律相談
　相談延件数125件
③たいとうパープルほっとダイヤ
ル（非常勤職員による配偶者暴力
に関する相談）
　相談延件数1,070件

継続 106

104

「2024みんなのはばたき21
フォーラム」を開催
①男女平等推進団体による作品展
示・ワークショップ
9月28日～29日
参加団体：パネル展示13団体、
ワークショップ19団体
入場者（2日間）延べ402人
②講演会
9月29日
講師：藪本　雅子氏（フリーアナウン
サー・記者）
テーマ：誰もが自分らしく生きられ
る多様性社会へ～報道現場から感
じたこと～
入場者43人

・フォーラム企画委員会
   9回開催
・情報誌編集委員会
   5回開催
・コミュニティ・カフェ運営委員会
   3回開催
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男女平等推進行動計画事業進捗状況管理シート

Ｎｏ内 容 区分 計画事業 所　管　課【参考】６年度末未実施状況７年度末実施状況事業内容施　　　策 取組の方向性

性別にかかわらず、
個人として尊重さ
れ、多様な生き方が
選択できる男女平等
社会の実現に向け
て、今日的な課題を
テーマとした講座を
実施します。また、子
育て世代の方が安心
して講座に参加でき
るよう、託児サービ
スを実施します。

継続 1
(再掲)

男女平等参画に関す
る情報提供

情報誌「はばたき21
通信」など、様々な媒
体を通じて男女平等
参画に関する情報提
供を行うことで、アン
コンシャス・バイアス
を解消するための意
識啓発や法制度の理
解の促進を図りま
す。また、拠点施設で
ある男女平等推進プ
ラザや「台東区男女
平等推進基本条例」、
「台東区男女平等推
進行動計画　はばた
きプラン21」を広く
周知します。

男女平等参画推進講
座

継続

継続 108
男女平等推進プラザ
情報コーナーの充実

男女共同参画推進講座
 8講座実施
 参加者数：延141人
　一時保育：延5人

男女平等推進プラザが主催及び共
催する区民向けのすべての講座で
一時保育を実施した（オンライン形
式の講座を除く）。

人権・多様性推進課

ジェンダーの視
点による区政
運営の推進

（2）男女平
等推進プラ
ザの充実

③男女平等に
関する取組の
充実と認知度
の向上

情報誌、パネル展、情
報コーナーなど、あら
ゆる機会を捉えて男
女平等参画に関する
意識啓発を行うとと
もに、拠点施設である
「男女平等推進プラ
ザ」の認知度を向上さ
せるための取組を実
施します。

109

（再掲） （再掲） 人権・多様性推進課

プラザ休館中のため、実施せず 男女平等推進プラザの情報コー
ナーにおいて、国及び東京都、他自
治体などからのパンフレット等を配
架し、周知啓発を実施した。

男女共同参画推進講座
 8講座実施
 参加者数：延115人
　一時保育：延4人

男女平等推進プラザが主催及び
共催する区民向けのすべての講
座で一時保育を実施した（オンラ
イン形式の講座を除く）。

人権・多様性推進課

ジェンダー平等に関
する図書や行政資料
等を収集し、閲覧・貸
出を行います。また、
男女共同参画週間な
どに合わせて、テー
マ展示による図書の
紹介を行います。
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男女平等推進行動計画事業進捗状況管理シート

Ｎｏ内 容 区分 計画事業 所　管　課【参考】６年度末未実施状況７年度末実施状況事業内容施　　　策 取組の方向性

継続

継続

110
国・東京都等への要望
と連携

男女平等参画に関わ
る団体と連携し、男
女平等推進フォーラ
ムにおける登録団体
の活動発表や共催に
よる講座等を実施し
ます。

105
（再掲）

男女平等推進プラザ
登録団体との連携

継続

NPO等市民活動団体
との連携

111

区独自では解決でき
ない諸課題の解決に
向けては、国や東京
都へ要望するととも
に、広域で行う必要
のある施策について
は国・東京都・他自治
体と積極的に連携し
ていきます。

事業を効果的に推進
するため、NPO等市
民活動団体との連携
を図ります。

ジェンダーの視
点による区政
運営の推進

（3）国・東
京都・NPO
等との連携

①国・東京都・
NPO等との連
携

法律や制度の整備・充
実など、区の権限を
超える課題について
は、国や東京都に要請
します。また、DV被害
者の支援といった広
域対応が必要な取組
については、国や東京
都、他自治体と連携し
て進めていきます。
さらに、NPOなどの
市民活動団体との連
携・協働することで、
事業の効果的な推進
を図ります。

人権・多様性推進課
区民課

人権・多様性推進課

人権・多様性推進課

【人権・多様性推進課】
実施なし

【区民課】
・職員研修実施状況
①NPO等との協働研修
　対象者：主任3年目
　[視察]
　日時：令和6年10月24日～11月
20日
　人数：59名
　[講義]
　日時：令和6年11月22日
　人数：52名
②係長昇任予定者研修
　対象者：係長昇任予定者
　日時：令和6年12月27日
 　　　　～令和7年1月25日
　eラーニング　人数：26名

・中間支援組織
　平成28年度　開設・運営
　平成29年度～令和6年度　運営

（再掲）（再掲）

【人権・多様性推進課】
講座：家事シェアセミナー「部屋干
しでも早く乾くお洗濯のテクニッ
ク」
主催：LION株式会社と共催
【区民課】
・職員研修実施状況
①NPO等との協働研修
　対象者：主任3年目
　[視察]
　日時：令和7年10月24日～11
月19日
　人数：42名
　[講義]
　日時：令和7年11月20日
　人数：42名
②係長昇任予定者研修
　対象者：係長昇任予定者
　日時：令和7年12月24日
 　　　　～令和8年1月27日
　eラーニング　人数：37名
・中間支援組織
　平成28年度　開設・運営
　平成29年度～令和7年度　運営

東京都や他区との情報共有や都な
どが開催する連絡会議・研修など
の出席によって、連携を深めた。

東京都や他区との情報共有や都
などが開催する連絡会議・研修な
どの出席によって、連携を深め
た。
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所管課 取組

人事課

職層研修において、人権問題について学ぶ機会を設け、職層に応じてハラスメント防止研修を実施す
るなど、ジェンダー平等の視点を養っている。
また、採用や承認選考に当たっては、性別に捉われない選考を実施し、キャリアデザイン研修やロール
モデルの紹介を通して、性別を問わず昇任意欲醸成に取り組んでいる。

人権・多様性推進課
全ての事業や取組をジェンダー平等の視点で実施している。特に令和７年度は性の多様性に関する啓
発事業として、職員・教職員向けのガイドラインを策定した。また、台東区共同事業提案制度「性的マイノ
リティとと性の多様性に関する人権啓発活動事業」を実施した。

子育て支援課

子育て世代向けハンドブックへ掲載するイラスト等の選定時、「家事育児は女性が担うべき」という固定
観念は社会的に作られたものである、ということを明確に認識した上で業務に取り組んでいる。
児童手当申請等の窓口受付時、「生計の主は夫」という固定観念は社会的に作られたものである、とい
うことを明確に認識した上で業務に取り組んでいる。

児童・青少年育成課 児童館・こどもクラブ、いずれの現場においても男女平等を心がけている。

観光課
LGBTQツーリズムや性の多様性の基礎知識等の観光事業者向けのオンライン講座の配信（人権・多様
性推進課との共催）

介護保険課
介護保険制度創設以前は介護は家庭の問題として主に女性がその担い手となり負担を強いられてい
たが、これを国民連帯の理念に基づき社会の問題として扱うこととして制度が創設された経緯があ
る。介護保険制度を充実させることがジェンダー平等に資するものとして取り組んでいる。

健康課 健康学習会では、託児利用可とすることで、両親ともに参加できる体制とした。

保健サービス課
ゆりかご・たいとう面接、乳児家庭全戸訪問等の母子保健事業に従事する職員が、家事や育児の役割
分担についてジェンダー平等の視点を持って対応できるよう、職員に対する意識啓発を行った。

　　　　　【ジェンダーの視点による各課の取組】　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年度


